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3．設計書の作成 

  設計書の作成にあたっては、目的とする工事を も合理的に施工及び監督できるよう施工条件、施工管理、安

全施工等に十分留意し、工法歩掛及び単価などについて調査研究をおこない、明確に作成しなければならない。 

 

1－2 請負工事費の費目は，次の各号に掲げるものとする。 

(1) 直接工事費 

直接工事費は，箇所又は工事種類により各工事部門を工種，種別，細別及び名称に区分し，それぞれの区分ごとに

材料費，労務費及び直接経費の3要素について積算するものとし，「第2章 工事費の積算」の「① 直接工事費」

による。 

1－2 請負工事費の費目は，次の各号に掲げるものとする。 

(1) 直接工事費 

直接工事費は，箇所又は工事種類により各工事部門を工種，種別，細別及び名称に区分し，それぞれの区分毎に材

料費，労務費及び直接経費の 3 要素について積算するものとし，「第 2 章 工事費の積算」の「① 直接工事費」

による。 

  (3) 夜間工事の労務単価 

    次に掲げる場合は、以下の通り労務単価の割増しを行うものとする。 

1）通常勤務すべき時間帯（8 時～17時）を越えて、作業を計画する場合は以下とする。 

   （イ） 深夜時間（22 時～5 時）については、深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）とする。

   （ロ） 上記（イ）以外の通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えた時間帯は時間外割増し（基準額×割

増対象賃金比×1.25）とする。 

      なお、休憩は超過勤務 4 時間を超えるごとに 30 分の休憩を与えるものとする。 

   2）2交替、3交替を計画する場合、所定労働時間（8時間）+ 休息時間（1時間）内は、基準額とする。その内、深夜部分

（22時～5時）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとする。 

     ただし、2 交替の場合にあって、所定労働時間を越える場合は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）、

及び深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）を加算する。〔例－1〕、〔例－2〕 

   3）現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯（8時～17時）をはずして作業を計画する場合は、次によ

る。〔例－3〕 

（イ）所定労働時間内で 17 時～20 時及び、6 時～8 時にかかる時間帯は、基準額とする。 

（ロ）所定労働時間内で 20 時～6 時にかかる時間帯は基準額に 1.5 を乗ずる。 

ただし、作業開始から所定労働時間内までとし、所定労働時間を越えた時間帯については、前の1）項による。

（4）休日作業の労働単価 

    緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行う場合には、休日割増し(基準額×割増対象賃金比×1.35)を計上

するものとする。その内、深夜部分（22 時～5 時）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比

×0.25）を加算するものとする。 

法定休日とは、使用者の定める週１回、もしくは 4 週間のうち 4 日の休日とする。 

  (3) 夜間工事の労務単価 

    次に掲げる場合は、以下の通り労務単価の割増しを行うものとする。 

1）通常勤務すべき時間帯（8h～17h）を越えて、作業を計画する場合は以下とする。 

   （イ） 深夜時間（22h～5h）については、深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）とする。 

   （ロ） 上記（イ）以外の通常勤務すべき時間帯（8h～17h）を超えた時間帯は時間外割増し（基準額×割増対

象賃金比×1.25）とする。 

      なお、休憩は超過勤務 4 時間を超えるごとに 30 分の休憩を与えるものとする。 

   2）2交替、3交替を計画する場合、所定労働時間（8h）+ 休息時間（1h）内は、基準額とする。その内、深夜部分（22h～

5h）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとする。 

     ただし、2 交替の場合にあって、所定労働時間を越える場合は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）、

及び深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）を加算する。〔例－1〕、〔例－2〕 

   3）現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯（8h～17h）をはずして作業を計画する場合は、次による。

〔例－3〕 

（イ）所定労働時間内で 17h～20h及び、6h～8hにかかる時間帯は、基準額とする。 

（ロ）所定労働時間内で 20h～6h にかかる時間帯は基準額に 1.5を乗ずる。 

ただし、作業開始から所定労働時間内までとし、所定労働時間を越えた時間帯については、前の1）項による。

（4）休日作業の労働単価 

    緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行う場合には、休日割増(基準額×割増対象賃金比×1.35)を計上す

るものとする。その内、深夜部分（22h～5h）にかかる時間帯は、深夜割増（基準額×割増対象賃金比×0.25）

を加算するものとする。 

法定休日とは、使用者の定める週一回、もしくは 4 週間のうち 4 日の休日とする。 

3．設計書の作成 

  設計書の作成にあたっては、目的とする工事を も合理的に施工及び監督できるよう施工条件、施工管理、安

全施工等に十分留意し、工法歩掛及び単価等について調査研究をおこない、明確に作成しなければならない。 

  (2) 価  格 

価格は、原則として、単価適用日における市場価格とし、消費税等相当額は含まないものとする。設計書に計上する材料

の単位あたりの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入れに要する費用及び購入

場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。 

当初の支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現場発生資材を官側において

保管し再使用品として支給する場合とも、単価適用日における市場価格または類似品価格とする。 

なお、設計単価は、物価資料（「Web 建設物価」、「積算資料電子版」をいう）、個別特別調査又は見積等をもとに、原則と

して下記により決定するものとする。 

  (2) 価  格 

価格は、原則として、単価適用日における市場価格とし、消費税相当分は含まないものとする。設計書に計上する材料の

単位あたりの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入れに要する費用及び購入場

所から現場までの運賃の合計額とするものとする。 

当初の支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現場発生資材を官側において

保管し再使用品として支給する場合とも、単価適用日における市場価格または類似品価格とする。 

なお、設計単価は、物価資料（「Web 建設物価」、「積算資料電子版」をいう）、個別特別調査又は見積等をもとに、原則と

して下記により決定するものとする。 

   1）「設計単価表」による。 
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4．直接経費 

直接経費は、工事を施工するために直接必要とするに経費とし、その算定は次の(1)から(3)までによるものとする。

4．直接経費 

直接経費は、工事を施工するために直接必要とするに経費とし、その算定は次の(1)～(3)までによるものとする。 

6．注意事項 

  (1) 歩掛の中で率計上となっている諸雑費について 
    諸雑費は、雑材料、小器材の費用等について、積算の繁雑さを避けるため率計上するとともに、単価表作成

にあたっての端数処理を兼ねたものである。 
    計上にあたっては、所定の諸雑費率の上限とし、当該金額を越えない範囲で端数処理を行うものである。 

6．注意事項 

  (1) 歩掛の中で率計上となっている諸雑費について 
    諸雑費は、雑材料、小器材の費用等について、積算の繁雑さを避けるため率計上するとともに、単価表作成

にあたっての端数処理を兼ねたものである。 
    計上にあたっては、所定の諸雑費率を乗じた額を上限とし、当該金額を越えない範囲で端数処理を行うもの

である。 

2．共通仮設費 

  (1) 工種区分 

    共通仮設費は、表－1に掲げる区分ごとに算定するものとする。 

   1）工種区分は、工事名にとらわれることなく、工種内容によって適切に選定するものとする。 

   2）2 種以上の工種内容からなる工事については、その主たる工種区分を適用するものとする。なお、主たる工種と

は、(2)の 1)に定める対象額の大きい方の工種をいう。ただし、対象額で判断しがたい場合は直接工事費で判断

してよい。 

   3）変更設計時に数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。 

2．共通仮設費 

  (1) 工種区分 

    共通仮設費は、表－1に掲げる区分ごとに算定するものとする。 

   1）工種区分は、工事名にとらわれることなく、工種内容によって適切に選定するものとする。 

   2）2種以上の工種内容からなる工事については、その主たる工種区分を適用するものとする。 

ただし、判断しがたい場合は直接工事費で判断してよい。 

   3）変更設計時に数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。 

（ト）「処分費等」の取扱い 

「処分費等」とは、下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計上し、

間接工事費等の積算は、表のとおりとする。 

（ト）「処分費等」の取扱い 

「処分費等」とは、下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計上し、

間接工事費等の積算は、次表のとおりとする。 
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2－1 共通仮設費の率分 

  (1) 共通仮設費の率分の積算 

   1）共通仮設費の率分の算定は、別表第 1(第 1 表～第 5 表)の工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費

率を、当該対象額に乗じて得た額の範囲内とする。 

   2）対象額の算定にあたっては、「2. 共通仮設費（2）算定方法 1)率計算による部分」及び「2. 共通仮設費（2）

算定方法 5)間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。 
  (2) 共通仮設費率の補正 

   1）施工地域を考慮した共通仮設費率の補正及び計算 

イ)表－2の適用条件に該当する場合、別表第1(第1表～第5表)の共通仮設費率に補正係数を乗じるものとする。

2－1 共通仮設費の率分 

  (1) 共通仮設費の率分の積算 

   1）共通仮設費の率分の算定は、別表第 1(第 1 表～第 5 表)の工種区分に従って対象額毎に求めた共通仮設費率

を、当該対象額に乗じて得た額の範囲内とする。 

   2）対象額の算定にあたっては、「2. 共通仮設費（2）算定方法 1)率計算による部分」及び「2. 共通仮設費（2）

算定方法 5)間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。 
  (2) 共通仮設費率の補正 

   1）施工地域を考慮した共通仮設費率の補正及び計算 

イ)表－2 の適用条件に該当する場合、別表第 1(第 1 表～第 5 表)の共通仮設費率に次表の補正係数を乗じるもの

とする。 
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3．適用条件の複数に該当する場合は、適用優先順に従い決定するものとする。 

ロ) 共通仮設費（率分）の計算 

共通仮設費(率分)＝対象額(Ｐ)×共通仮設費率(Ｋｒ)×施工地域を考慮した補正係数 

ただし、共通仮設費率は別表第1（第1表～第5表）による。 

なお、補正係数を乗じる場合は、共通仮設費率（Ｋｒ）の端数処理後に係数を乗じて、 

小数第3位を四捨五入して第2位とする。 

3．適用条件の複数に該当する場合は、適用優先順に従い決定するものとする。 

ロ) 共通仮設費（率分）の計算 

共通仮設費(率分)＝対象額(Ｐ)×共通仮設費率(Ｋｒ)×施工地域を考慮した補正係数 

ただし、共通仮設費率は別表第1（第1表～第5表）による。 

なお、補正係数を乗じる場合は、Ｋｒの端数処理後に係数を乗じ、 

小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 
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2－3 準備費 

(1) 準備費の積算 

準備費として積算する内容は次のとおりとする。 

1）準備及び後片付けに要する費用 

イ 着手時の準備費用 

ロ 施工期間中における準備、後片付け費用 

ハ 完成時の後片付け費用 
2）調査・測量、丁張等に要する費用 

イ 工事着手前の基準測量等の費用 

ロ 縦、横断面図の照査等の費用 

ハ 用地幅杭等の仮移設等の費用 

ニ 丁張の設置等の費用 
3）準備として行う以下に要する費用 

イ ブルドーザ、レーキドーザ、バックホウ等による雑木や小さな樹木、竹等などを除去する費用（樹木をチェ

ーンソー等により切り倒す伐採作業は含まない。） 

ロ 除根、除草、整地、段切り、すりつけ等に要する費用 

なお、伐開、除根及び除草は、現場内の集積・積込み作業を含む。（伐採作業に伴う現場内の集積・積込作業

は含まない。） 

4）1)から3)に掲げるもののほか、伐開、除根、除草等に伴い発生する建設副産物等を工事現場外に搬出する費用、

及び当該建設副産物等の処理費用等、工事の施工上必要な準備に要する費用。 

5）準備に伴い発生する交通誘導員の費用については、直接工事費に積上げ計上する。 

2－3 準備費 

(1) 準備費の積算 

準備費として積算する内容は次のとおりとする。 

1）準備及び後片付けに要する費用 

(イ) 着手時の準備費用 

(ロ) 施工期間中における準備、後片付け費用 

(ハ) 完成時の後片付け費用 
2）調査・測量、丁張等に要する費用 

(イ) 工事着手前の基準測量等の費用 

(ロ) 縦、横断面図の照査等の費用 

(ハ) 用地幅杭等の仮移設等の費用 

(二) 丁張の設置等の費用 
3）準備として行う以下に要する費用 

(イ) ブルドーザ、レーキドーザ、バックホウ等による雑木や小さな樹木、竹等などを除去する費用（樹木を

チェーンソー等により切り倒す伐採作業は含まない。） 

(ロ) 除根、除草、整地、段切り、すりつけ等に要する費用 

なお、伐開、除根及び除草は、現場内の集積・積込み作業を含む。（伐採作業に伴う現場内の集積・積込作業

は含まない。） 

4）1)から3)に掲げるもののほか、伐開、除根、除草等に伴い発生する建設副産物等を工事現場外に搬出する費用、

及び当該建設副産物等の処理費用等、工事の施工上必要な準備に要する費用。 

5）準備に伴い発生する交通誘導員の費用については、直接工事費に積上げ計上する。 
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2－6 役務費（建地・県） 

(1) 役務費の積算 

役務費として積算する内容は次のとおりとする。 

1）土地の借り上げ等に要する費用 

2）電力、用水等の基本料 

3）電力設備用工事負担金 

(2) 積算方法 

役務費の積算は、現場条件を的確に把握し、必要額を適正に積上げるものとする。 

2－6 役務費（建地・県） 

(1) 役務費として積算する内容は次のとおりとする。 

1）土地の借り上げ等に要する費用 

2）電力、用水等の基本料 

3）電力設備用工事負担金 

(2) 役務費の積算 

役務費の積算は、現場条件を的確に把握し、必要額を適正に積上げるものとする。 

2－5 安全費 

(1) 安全費の積算 

安全費として積算する内容は次のとおりとする。 

1）安全施設等に要する費用 

2）安全管理等に要する費用 

3）1）～2）に掲げるもののほか、工事施工上必要な安全対策等に要する費用 

2－5 安全費 

(1) 安全費の積算 

安全費として積算する内容は次のとおりとする。 

1）安全施設等に要する費用 

2）安全管理等に要する費用 

3）1）及び2）に掲げるものの他、工事施工上必要な安全対策等に要する費用 

(2) 積算方法 

1）安全費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、下記の項目とする。 

① 工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用 

② 不稼働日の保安要員等の費用 
③ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、架空線等事故防止対策簡易ゲート、照明等の安全施設類の設

置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料 
④ 夜間工事その他、照明が必要な作業を行う場合における照明に要する費用（大規模な照明設備を必要とする

広範な工事（ダム・トンネル本体工事、トンネル内舗装等工事）は除く） 
⑤ 河川、海岸工事における救命艇に要する費用 
⑥ 長大トンネルにおける防火安全対策に要する費用（工事用連絡設備含む） 
⑦ 酸素欠乏症の予防に要する費用 
⑧ 粉塵作業の予防に要する費用（但し、「ずい道等建設工事における粉塵対策に関するガイドライン」によるト

ンネル工事の粉塵発生源に係る措置の各設備、「鉛等有害物を含有する塗料のかき落とし作業における労働

者の健康障害防止について」に伴う各ばく露防止対策は、仮設工に計上する） 
⑨ 安全用品等の費用（墜落制止用器具（フルハーネス型）を含む） 
⑩ 安全委員会等に要する費用 
⑪ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における設備的防護対策に要

する費用 

(2) 積算方法 

1）安全費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、下記の項目とする。 

① 工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用 

② 不稼働日の保安要員等の費用 
③ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、架空線等事故防止対策簡易ゲート、照明等の安全施設類の設

置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料 
④ 夜間工事その他、照明が必要な作業を行う場合における照明に要する費用（大規模な照明設備を必要とする

広範な工事（ダム・トンネル本体工事、トンネル内舗装等工事）は除く） 
⑤ 河川、海岸工事における救命艇に要する費用 
⑥ 長大トンネルにおける防火安全対策に要する費用（工事用連絡設備含む） 
⑦ 酸素欠乏症の予防に要する費用 
⑧ 粉塵作業の予防に要する費用（但し、「ずい道等建設工事における粉塵対策に関するガイドライン」によるト

ンネル工事の粉塵発生源に係る措置の各設備、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業におけ

る労働者の健康障害防止について」に伴う各ばく露防止対策は、仮設工に計上する） 
⑨ 安全用品等の費用（墜落制止用器具（フルハーネス型）を含む） 
⑩ 安全委員会等に要する費用 
⑪ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における設備的防護対策に要

する費用 

2）上記以外で積上げ計上する項目は、次の各項に要する費用とする。 

① 鉄道、空港関係施設等に近接した工事現場における出入口等に配置する安全管理員等に要する費用 
② バリケード、転落防止柵、工事標識、照明等の現場環境改善費の積算（積算方法は、第10章「土木請負工事

における現場環境改善費の積算」による） 
③ 高圧作業の予防に要する費用 
④ 河川及び海岸の工事区域に隣接して、航路がある場合の安全標識・警戒船運転に要する費用 
⑤ ダム工事における岩石掘削時に必要な発破・監視のための費用 
⑥ トンネル工事における呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）に要する費用 
⑦ 鉛等有害物を含有する塗料のかき落とし作業における呼吸用防護具（電動ファン付粉塵用呼吸用防護具等）

に要する費用 
⑧ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における切羽変位計測に要す

る費用（トンネル（ＮＡＴＭ）の計測Ａに要する費用については除く） 
⑨ その他現場条件等により積上げを要する費用 

 
3）トンネル工事における呼吸用保護具の積算 

 トンネル建設工事における掘削及び支保工に使用する呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用保護具等）の費用と

して、1工事当り次式により「呼吸用保護具等費用」を計上するものとする。 

2）上記以外で積上げ計上する項目は、次の各項に要する費用とする。 

① 鉄道、空港関係施設等に近接した工事現場における出入口等に配置する安全管理員等に要する費用 
② バリケード、転落防止柵、工事標識、照明等の現場環境改善費の積算（積算方法は、第10章「土木請負工事

における現場環境改善費の積算」による） 
③ 高圧作業の予防に要する費用 
④ 河川及び海岸の工事区域に隣接して、航路がある場合の安全標識・警戒船運転に要する費用 
⑤ ダム工事における岩石掘削時に必要な発破・監視のための費用 
⑥ トンネル工事における呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）に要する費用 
⑦ 鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における呼吸用防護具（電動ファン付粉塵用呼吸用防護

具等）に要する費用 
⑧ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における切羽変位計測に要す

る費用（トンネル（ＮＡＴＭ）の計測Ａに要する費用については除く） 
⑨ その他現場条件等により積上げを要する費用 

 
3）トンネル工事における呼吸用保護具の積算 

 トンネル工事における掘削及び支保工に使用する呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）の費用

として、1工事当り次式により「呼吸用保護具等費用」を計上するものとする。 
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（ニ）ＩＣＴ建設機械に要する以下の費用 

・保守点検 

(施工箇所が点在する工事においては，施工箇所毎の施工数量によるものとするため，箇所毎に必要額を計

上するものとする。) 

・システム初期費 

(1 工事当り使用機種毎に一式計上とする。施工箇所が点在する工事の場合は，箇所毎に計上するのではな

く，1工事当り使用機種毎に一式計上とする。) 
・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 

・3次元出来形管理・3次元データ納品の費用，外注経費等の費用（積上げ計上とする場合） 

(3) 現場管理費率の補正 

1) 緊急工事は 2.0%の補正値を加算するものとする。緊急工事とは，昼夜間連続作業が前提となる工事で直轄河川災

害復旧事業等事務取扱要綱第 9 条に示す緊急復旧事業及び直轄道路災害復旧事業事務取扱要綱第 10 条に示す緊急

復旧事業並びにこれと同等の緊急を要する事業とする。 
2) 施工地域を考慮した現場管理費率の補正及び計算 

イ)  表－3の適用条件に該当する場合，別表第2（第1表～第4表）の現場管理費率に次表の補正係数を乗じるも

のとする。 

(3) 現場管理費率の補正 

1) 緊急工事は 2.0%の補正値を加算するものとする。緊急工事とは，昼夜間連続作業が前提となる工事で直轄河川災

害復旧事業等事務取扱要綱第 9 条に示す緊急復旧事業及び直轄道路災害復旧事業事務取扱要綱第 10 条に示す緊急

復旧事業並びにこれと同等の緊急を要する事業とする。 
2) 施工地域を考慮した現場管理費率の補正及び計算 

イ)  表－3の適用条件に該当する場合，別表第2（第1表～第4表）の現場管理費率に下表の補正係数を乗じるも

のとする。 

(6) 「処分費等」の取扱い 

 「処分費等」とは，下記のものとし，「処分費等」を含む工事の積算は，当該処分費等を直接工事費に計上し，間

接工事費等の積算は，表のとおりとする。 

(6) 「処分費等」の取扱い 

 「処分費等」とは，下記のものとし，「処分費等」を含む工事の積算は，当該処分費等を直接工事費に計上し，間

接工事費等の積算は，次表のとおりとする。 

(7) 現場管理費の計算 

1） 施工時期，工事期間，施工地域を考慮した計算 

現場管理費＝対象純工事費×{(現場管理費率×補正係数)＋補正値} 

対象純工事費：純工事費＋支給品費＋無償貸付機械等評価額 

ただし，現場管理費率は，別表第1（第1表～第5表）による。 

補正係数は，(3)2）施工地域を考慮した現場管理費率の補正による。 

補正値は，(3)1）施工時期，工事期間等を考慮した現場管理費率の補正による。 

なお，補正係数を乗じる場合は，現場管理費率Ｊｏの端数処理後に係数を乗じて，小数第3位を四捨五入して第

2位とする。 

(7) 現場管理費の計算 

1） 施工時期，工事期間，施工地域を考慮した計算 

現場管理費＝対象純工事費×{(現場管理費率×補正係数)＋補正値} 

対象純工事費：純工事費＋支給品費＋無償貸付機械等評価額 

ただし，現場管理費率は，別表第1（第1表～第5表）による。 

補正係数は，(3)2）施工地域を考慮した現場管理費率の補正による。 

補正値は，(3)1）施工時期，工事期間等を考慮した現場管理費率の補正による。 

なお，補正係数を乗じる場合は，現場管理費率Ｊｏの端数処理後に係数を乗じて，小数点以下第3位を四捨五入

して2位止めとする。 

（ニ）ＩＣＴ建設機械に要する以下の費用 

・保守点検 

(施工箇所が点在する工事においては，施工箇所毎の施工数量によるものとするため，箇所毎に必要額を計

上するものとする。) 

・システム初期費 

(1 工事当り使用機種毎に一式計上とする。施工箇所が点在する工事の場合は，箇所毎に計上するのではな

く，1工事当り使用機種毎に一式計上とする。) 
・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 
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(8) 算定式 

Ｊｏ＝Ａ・Ｎｐb   ただし，Ｊｏ：現場管理費率（%） 

Ｎｐ：純工事費（円） 

Ａ，ｂ：変数値 

（注）1．Ｊｏの値は，小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする    

       2．対象とする純工事費については，「2．共通仮設費（2）算定方法 1)率計算による部分 の（ニ）」及び

「2．共通仮設費（2）算定方法 5)間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。 

2) 算定式 

Ｊｏ＝Ａ・Ｎｐb   ただし，Ｊｏ：現場管理費率（%） 

Ｎｐ：純工事費（円） 

Ａ，ｂ：変数値 

（注）1．Ｊｏの値は，小数第3位を四捨五入して第2位とする。    

       2．対象とする純工事費については，「2．共通仮設費（2）算定方法 1)率計算による部分 の（ニ）」及び

「2．共通仮設費（2）算定方法 5)間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。 
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③ 現場発生品及び支給品運搬 
 
1．適用範囲 

本資料は，現場発生品・支給品運搬に適用する。 

1－1 適用できる範囲 

（1）防護柵，コンクリート二次製品等の現場発生品又は支給品の積込み，荷卸し及び指定箇所までの運搬 

1－2 適用できない範囲は，以下のいずれかの条件に該当する場合 

（1）4t積車を超える車種を使用する場合 

（2）現場発生品又は支給品以外の積込み，運搬 

（3）自動車専用道路を利用する場合 

（4）「第Ⅱ編第2章共通工⑲旧橋撤去工」により発生した高欄の運搬の場合 
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3．施工パッケージ 

3－1 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し （SCB010410） 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 

 
表3．1 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 積算条件区分一覧 

（積算単位：ｔ） 

トラック機種 

トラック［クレーン装置付］ 

ベーストラック2t級，吊能力2.9t 

トラック［クレーン装置付］ 

ベーストラック4～4.5t 級，吊能力2.9t 

（注）1．上表は，構造物等撤去に伴う現場発生材や防護柵，コンクリート二次製品，鋼材等の現場発生品又は支給品

の積込み，荷卸し等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 

2．現場発生品及び支給品積込み・荷卸しは発生（又は支給）する工種毎に直接工事費として計上する。 
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　　（削除）

すべてのページ対象
軽油1,2号→軽油
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4．一般管理費等率の補正 

   （1）前払金の保証がある工事において、以下の事項に該当する場合に補正を行う。なお、前払金の保証がない

工事は、一般管理費等の補正の対象外である。 

1) 前払金支出割合の相違による取扱い 

前払金支出割合が 35%以下の場合の一般管理費等率は、別表第 2 の前払金支出割合区分ごとに定める補正

係数を 3で算定した一般管理費等率に乗じて得た率とする。 

4．一般管理費等率の補正 

   （1）前払金の保証がある工事において、以下の事項に該当する場合に補正を行う。なお、前払金の保証がない

工事は、一般管理費等の補正の対象外である。 

1) 前払金支出割合の相違による取扱い 

前払金支出割合が 35%以下の場合の一般管理費等率は、別表第 2 の前払金支出割合区分ごとに定める補正

係数を別表第 1 で算定した一般管理費等率に乗じて得た率とする。 

(2) 算定式 

[一般管理費等率算定式] 

Ｇｐ＝－4.97802×LOG(Cp)＋56.92101(%) 

ただし、Ｇｐ：一般管理費等率(%) 

Ｃｐ：工事原価（円） 

(注)1. Gp の値は、小数第 3 位を四捨五入して第 2 位とする。 

  2. 対象とする工事原価については、「第 2 章 ②間接工事費 2.共通仮設費 （2）算定方法 1）率計算

による部分の（ニ）」及び「第 2 章 ②間接工事費 2.共通仮設費 （2）算定方法 5）間接工事費等の

項目別対象表」を参照のこと。 

(2) 算定式 

[一般管理費等率算定式] 

Ｇｐ＝－4.97802×LOG(Cp)＋56.92101(%) 

ただし、Ｇｐ：一般管理費等率(%) 

Ｃｐ：工事原価（単位円） 

(注)1. Gp の値は、小数点以下第 3位を四捨五入して 2 位止めとする。 

  2. 対象とする工事原価については、「第 2 章 ②間接工事費 2.共通仮設費 （2）算定方法 1）率計算

による部分の（ニ）」及び「第 2 章 ②間接工事費 2.共通仮設費 （2）算定方法 5）間接工事費等の

項目別対象表」を参照のこと。 

3．一般管理費等の算定 

一般管理費等は、1 及び 2 の額の合計額とし、別表第 1 の工事原価ごとに求めた一般管理費等率を当該工事原価

に乗じて得た額の範囲内とする。 

一般管理費等＝工事原価×一般管理費等率（Gp） 
なお、一般管理費等の算定上、対象とする工事原価については、「第 2 章 ②間接工事費 2.共通仮設費 （2）算

定方法 1）率計算による部分の（ニ）」及び「第 2 章 ②間接工事費 2.共通仮設費 （2）算定方法 5）間接工事費

等の項目別対象表」を参照のこと。 

3．一般管理費等の算定 

一般管理費等は、1 及び 2 の額の合計額とし、別表第 1 の工事原価ごとに求めた一般管理費等率を当該工事原価

に乗じて得た額の範囲内とする。 

なお、一般管理費等の算定上、対象とする工事原価については、「第 2 章 ②間接工事費 2.共通仮設費 （2）算

定方法 1）率計算による部分の（ニ）」及び「第 2 章 ②間接工事費 2.共通仮設費 （2）算定方法 5）間接工事費

等の項目別対象表」を参照のこと。 

（２）代表機労材規格 
下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 
表3. 6 現場発生品及び支給品運搬 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ１ 

トラック［クレーン装置付］ベーストラック  

2t 級 吊能力 2.9t 

 

トラック［クレーン装置付］ベーストラック  

4～4.5t級 吊能力 2.9t 

 

Ｋ２ -  

Ｋ３ -  

労務 

Ｒ１ 運転手（特殊）  

Ｒ２ 特殊作業員  

Ｒ３ -  

Ｒ４ -  

材料 

Ｚ１ 軽油 パトロール給油  

Ｚ２ -  

Ｚ３ -  

Ｚ４ -  

市場単価 Ｓ -  
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Ⅰ－5－①－1

(注)1．別表第1 で求めた一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第3位を四捨五入して2

位止めとする。 

(注)1．別表第1で求めた一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数第3位を四捨五入して第2位と

する。 
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3．共通仮設費の調整計算の方法 

(1）積上げ計算部分 

実態に合わせ調整する。 

(2）率計算部分 

現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は現工事と追加工事の共通仮設費対象額の合計額に対するその

主たる工種の共通仮設費率を適用する。 

(3）調整計算の方法（率計算部分） 

現工事と当該追加工事の共通仮設費対象額を合算したもので率を算出し、各々の共通仮設費を求め、現工

事の共通仮設費を控除したものの範囲内とする。 

1）調整の一般式は次のとおりとする。 

Ａ＝(Ｄ×γ1)－Ｂ×γ2 

Ａ：当該追加工事の共通仮設費（調整計算額） 

Ｂ：現工事の共通仮設費対象額 

Ｄ：合算工事の共通仮設費対象額 

γ1：Ｄに相当する主たる工種の共通仮設費率 

γ2：Ｂに相当する現工事の工種の共通仮設費率 

ただし、前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する共通仮設

費は計上しない。 

また、Ａと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し，安価な方を採用する。 

(4）現場環境改善費 

1）積上げ計算部分 

実態に合わせ調整する。 

2）調整計算の方法（率計算部分） 

(イ)現工事及び追加工事とも現場環境改善費の対象工事の場合 

Ａ＝Ｄ×γ1－Ｂ×γ2 

Ａ：当該追加工事の現場環境改善費（調整計算額） 

Ｂ：現工事の現場環境改善費対象額 

Ｄ：合算工事の現場環境改善費対象額 

γ1：Ｄに相当する現場環境改善等費率 

γ2：Ｂに相当する現工事の現場環境改善等費率 

ただし、前記計算の場合にあって、Ａが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する現場

環境改善等費は計上しない。 

また、Ａと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し，安価な方を採用する。 

(ロ)追加工事のみが現場環境改善等費の対象工事の場合 

追加工事の単独計算 

 

4．現場管理費の調整計算の方法 

(1）率計算部分 

現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は、現工事と当該追加工事の純工事費の合計額に対するその主

たる工種（それぞれ純工事費の大きい方の工種）の現場管理費率を適用する。 

(2）調整計算の方法（率計算部分） 

  現工事と当該追加工事の純工事費を合算したもので率を算出し、各々の現場管理費を求め、現工事の現場

管理費を控除したものの範囲内とする。 

3．共通仮設費の調整計算の方法 

（1）積上げ計算部分 

1）運  搬  費 

実態に合わせ調整する。 

2）事業損失防止施設費 

実態に合わせ調整する。 

3）安  全  費 

実態に合わせ調整する。 

4）技術管理費 

実態に合わせ調整する。 

5）営  繕  費 

実態に合わせ調整する。 

6）その他の共通仮設費 

実態に合わせ調整する。 

（2）率計算部分 

1）工種の適用 

現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は現工事と追加工事の共通仮設費対象額の合計額に対す

るその主たる工種の共通仮設費率を適用する。 

（3）調整計算の方法 

現工事と当該追加工事の共通仮設費対象額を合算したもので率を算出し、各々の共通仮設費を求め、現工事

の共通仮設費を控除したものの範囲内とする。 

1）調整の一般式は次のとおりとする。 

Ａ≦(Ｄ×γ1)－Ｂ×γ2 

Ａ：当該追加工事の共通仮設費 

Ｂ：現工事の共通仮設費対象額 

Ｄ：合算工事の共通仮設費対象額 

γ1：Ｄに相当する主たる工種の共通仮設費率 

γ2：Ｂに相当する現工事の工種の共通仮設費率 

ただし、前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する共通仮設

費は計上しない。 

また、Ａが当該追加工事単独で積算された所要額よりも大きい場合は当該所要額とする。 

（4）現場環境改善費（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携） 

1）積上げ計算部分 

実態に合わせ調整する。 

2）調整計算の方法（率計算部分） 

(イ)現工事及び追加工事とも現場環境改善費の場合 

Ａ≦Ｄ×γ1－Ｂ×γ2 

Ａ：当該追加工事の現場環境改善費 

Ｂ：現工事の現場環境改善費対象額 

Ｄ：合算工事の現場環境改善費対象額 

γ1：Ｄに相当する現場環境改善等費率 

γ2：Ｂに相当する現工事の現場環境改善等費率 

ただし、前記計算の場合にあって、Ａが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する現場

環境改善等費は計上しない。 

       また、Ａが当該追加工事単独で積算された所要額よりも大きい場合は当該所要額とする。 

(ロ)追加工事のみが現場環境改善等費の対象工事の場合 

追加工事の単独計算 

 
4．現場管理費の調整計算の方法 

（1）工種の適用 

  現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は、現工事と当該追加工事の純工事費の合計額に対するその主

たる工種（それぞれ純工事費の大きい方の工種）の現場管理費率を適用する。 

（2）調整計算の方法 

  現工事と当該追加工事の純工事費を合算したもので率を算出し、各々の現場管理費を求め、現工事の現場

管理費を控除したものの範囲内とする。 
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1）調整の一般式は次のとおりとする。 

Ａ＝（Ｄ×β1）－Ｂ×β2 

Ａ：当該追加工事の現場管理費（調整計算額） 

Ｂ：現工事の純工事費 

Ｄ：合算工事の対象額 

β1：Ｄに相当する「主たる工種」の現場管理費率 

β2：Ｂに相当する現工事の工種の現場管理費率 

ただし、前記計算の場合にあって、Ａが負数になる場合は零額とみなし、当該追加工事に関する

現場管理費は計上しない。 

また、Ａと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し，安価な方を採用する。 

    2）補正率が適用されている場合の一般式は次のとおりとする。 

(イ)現工事に補正があり、追加工事に補正がない場合 

Ａ＝（Ｄ×β1＋Ｂ×γ1）－Ｂ×（β2＋γ1） 

γ1：現工事の現場管理費補正率 

(ロ)現工事に補正がなく、追加工事に補正がある場合 

Ａ＝（Ｄ×β1＋Ｃ×γ2）－Ｂ×β2 

Ｃ：当該追加工事の調整後の純工事費 

γ2：当該追加工事の現場管理費補正率 

(ハ)現工事及び当該追加工事に補正がある場合 

Ａ＝｛Ｄ×（β1＋γ3）｝－Ｂ×（β2＋γ1） 

γ3：Ｄに相当する現場管理費補正率 

Ｂ、Ｃに対するγ1、γ2が各々異なる場合は純工事費による加重平均補正率をγ3とする。 

ただし、前記計算の場合にあって、Ａが負数になる場合は零額とみなし、当該追加工事に関する

現場管理費は計上しない。 

また、Ａと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し，安価な方を採用する。 

    3）施工地域を考慮した補正係数が適用されている場合の一般式は次のとおりとする。 

Ａ＝（Ｄ×β1＋Ｃ×δ1）－Ｂ×β2 

Ａ：当該追加工事の現場管理費（調整計算額） 

Ｂ：現工事の純工事費 

Ｃ：当該追加工事の調整後の純工事費 

Ｄ：合算工事の対象額 

β1：β①・Ｓｒ①：Ｄに相当する主たる工種の補正後の現場管理費率（%） 

なお、補正後の現場管理費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 

β①：Ｄに相当する主たる工種の補正前の現場管理費率 

ただし、現工事と追加工事の補正係数が異なる場合はＢとＣの加重平均による補正係数とする。 

Ｓｒ①＝（Ｂ×Ｓｒ②＋Ｃ×Ｓｒ③）/（Ｂ＋Ｃ） 

Ｓｒ①：（Ｂ＋Ｃ）に相当する主たる工種の補正係数 

Ｓｒ②：Ｂに相当する現工事の工種の補正係数 

Ｓｒ③：Ｃに相当する当該追加工事の工種の補正係数 

なお、加重平均した補正係数値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 

β2＝β②・Ｓｒ②：Ｂに相当する現工事の工種の補正後の現場管理費率（%） 

なお、補正後の現場管理費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 

β②：Ｂに相当する現工事の工種の補正前の現場管理費率 

δ1：当該追加工事の現場管理費補正率（補正率が無い場合は0%とする。） 

ただし、前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する現場管理

費は計上しない。 

また、Ａと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し，安価な方を採用する。 

1）調整の一般式は次のとおりとする。 

Ａ≦（Ｄ×β1）－Ｂ×β2 

Ａ：当該追加工事の現場管理費 

Ｂ：現工事の純工事費 

Ｄ：合算工事の対象額 

β1：Ｄに相当する「主たる工種」の現場管理費率 

β2：Ｂに相当する現工事の工種の現場管理費率 

ただし、前記計算の場合にあって、Ａが負数になる場合は零額とみなし、当該追加工事に関する現場

管理費は計上しない。 

       また、Ａが当該追加工事単独で積算された所要額よりも大きい場合は当該所要額とする。 

    2）補正率が適用されている場合の一般式は次のとおりとする。 

(イ)現工事に補正があり、追加工事に補正がない場合 

Ａ≦（Ｄ×β1＋Ｂ×γ1）－Ｂ×（β2＋γ1） 

γ1：現工事の現場管理費補正率 

(ロ)現工事に補正がなく、追加工事に補正がある場合 

Ａ≦（Ｄ×β1＋Ｃ×γ2）－Ｂ×β2 

Ｃ：当該追加工事の調整後の純工事費 

γ2：当該追加工事の現場管理費補正率 

(ハ)現工事及び当該追加工事に補正がある場合 

Ａ≦｛Ｄ×（β1＋γ3）｝－Ｂ×（β2＋γ1） 

γ3：Ｄに相当する現場管理費補正率 

Ｂ、Ｃに対するγ1、γ2が各々異なる場合は純工事費による加重平均補正率をγ3とする。 

ただし、前記計算の場合にあって、Ａが負数になる場合は零額とみなし、当該追加工事に関する現場

管理費は計上しない。 

また、Ａが当該追加工事単独で積算された所要額よりも大きい場合は当該所要額とする。 

    3）施工地域を考慮した補正係数が適用されている場合の一般式は次のとおりとする。 

Ａ≦（Ｄ×β1＋Ｃ×δ1）－Ｂ×β2 

Ａ：当該追加工事の現場管理費 

Ｂ：現工事の純工事費 

Ｃ：当該追加工事の調整後の純工事費 

Ｄ：合算工事の対象額 

β1：β①・Ｓｒ①：Ｄに相当する主たる工種の補正後の現場管理費率（%） 

なお、補正後の現場管理費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 

β①：Ｄに相当する主たる工種の補正前の現場管理費率 

ただし、現工事と追加工事の補正係数が異なる場合はＢとＣの加重平均による補正係数とする。 

Ｓｒ①＝（Ｂ×Ｓｒ②＋Ｃ×Ｓｒ③）/（Ｂ＋Ｃ） 

Ｓｒ①：（Ｂ＋Ｃ）に相当する主たる工種の補正係数 

Ｓｒ②：Ｂに相当する現工事の工種の補正係数 

Ｓｒ③：Ｃに相当する当該追加工事の工種の補正係数 

なお、加重平均した補正係数値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 

β2＝β②・Ｓｒ②：Ｂに相当する現工事の工種の補正後の現場管理費率（%） 

なお、補正後の現場管理費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 

β②：Ｂに相当する現工事の工種の補正前の現場管理費率 

δ1：当該追加工事の現場管理費補正率（補正率が無い場合は0%とする。） 

ただし、前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関す

る現場管理費は計上しない。 

また、Ａが当該追加工事単独で積算された所要額よりも大きい場合は当該所要額とする
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5．一般管理費等の調整計算の方法 

（1）調整計算の方法 

現工事と当該追加工事の工事原価を合算したもので率を算出し、各々の一般管理費を求め、現工事の一般

管理費等を控除したものの範囲内とする。 

Ａ＝ (Ｄ×α1×δ1)－Ｂ×α2×δ2＋Ｃ×β 

Ａ：当該追加工事の一般管理費等（調整計算額） 
Ｂ：現工事の工事原価（中止期間中の現場維持等の費用を含む） 
Ｃ：当該追加工事の調整後の工事原価 
Ｄ：合算工事の工事原価 

α1：Ｄに相当する一般管理費等率 

α2：Ｂに相当する現工事の一般管理費等率 

β：当該追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正値 
δ1：前払金支出割合による補正係数 

現工事と当該追加工事の前払金支出割合が異なる場合は、ＢとＣの加重平均による前払

金支出割合から求めた補正係数 

δ2：現工事の前払金支出割合による補正係数 

一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 

 
6．設計変更について 

随意契約方式により契約した追加工事において設計変更を行う場合には，当該随意契約の当初積算で用いた

共通仮設費，現場管理費の算出方法を使用する。（調整計算額と単独計算額の比較は行わない。） 

 

5．一般管理費等の調整計算の方法 

（1）調整計算の方法 

現工事と当該追加工事の工事原価を合算したもので率を算出し、各々の一般管理費を求め、現工事の一般

管理費等を控除したものの範囲内とする。 

Ａ≦(Ｄ×α1×δ1)－Ｂ×α2×δ2＋Ｃ×β 

Ａ：当該追加工事の一般管理費等 
Ｂ：現工事の工事原価（中止期間中の現場維持等の費用を含む） 
Ｃ：当該追加工事の調整後の工事原価 
Ｄ：合算工事の工事原価 

α1：Ｄに相当する一般管理費等率 

α2：Ｂに相当する現工事の一般管理費等率 

β：当該追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正値 
δ1：前払金支出割合による補正係数 

現工事と当該追加工事の前払金支出割合が異なる場合は、ＢとＣの加重平均による前払

金支出割合から求めた補正係数 

δ2：現工事の前払金支出割合による補正係数 

一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 
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② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の共通仮設費、

現場管理費及び一般管理費等の調整について 
 

1．現場管理費の調整計算の一般式 

Ａ≦ （Ｄ×β1）－Ｂ×β2 

Ａ：当該追加工事の現場管理費 

Ｂ：現工事の純工事費 

Ｄ：合算工事の純工事費 

β1：Ｄに相当する「主たる工種」の改正基準による現場管理費率 

β2：Ｂに相当する現工事の工種の改正基準による現場管理費率 

なお、現場管理費率の補正率もしくは補正係数が適用されている工事においては、「①随意契約方式により工

事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について 3 現場管理費の調整計算の方法」

に準拠して計算するものとする。 

 

2．一般管理費等の調整計算の一般式 

Ａ≦(Ｄ×α1×δ1)－Ｂ×α2×δ2＋Ｃ×β 

Ａ：当該追加工事の一般管理費等 

Ｂ：現工事の工事原価（中止期間中の現場維持等の費用を含む） 

Ｃ：当該追加工事の調整後の工事原価 

Ｄ：合算工事の工事原価 

α1：Ｄに相当する改正基準による一般管理費等率 

α2：Ｂに相当する改正基準による一般管理費等率 

β：追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正値 

δ1：当該追加工事の前払金支出割合による補正係数 

δ2：現工事の前払金支出割合による補正係数 

一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第 3 位を四捨五入して 2位止めとする。 

  （注）契約保証については、平成 22 年 3 月 3 日付 21建総第 1636 号「契約保証の取扱いについて（通知）」およ

平成 8 年 8月 22 日付 8 土管第 350 号「契約保証について（通知）別紙．工事請負契約における契約の保証

関する取扱いについて」に留意すること。 

 

3．設計変更について 

旧基準により積算した工事の設計変更は、旧基準により積算するものとする。 

 

4．共通仮設費 

共通仮設費の積算にあたっても上記現場管理費の取扱いと同様とする。 

 

② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の共通仮設費、

現場管理費及び一般管理費等の調整について 
 
1．共通仮設費の調整計算の一般式 

Ａ＝(Ｄ×γ1)－Ｂ×γ2 

Ａ：当該追加工事の共通仮設費 

Ｂ：現工事の共通仮設費対象額 

Ｄ：合算工事の共通仮設費対象額 

γ1：Ｄに相当する「主たる工種」の改正基準による共通仮設費率 

γ2：Ｂに相当する現工事の工種の改正基準による共通仮設費率 

なお，共通仮設費率の補正率もしくは補正係数が適用されている工事においては，「①随意契約方式により工

事を発注する場合の共通仮設費，現場管理費及び一般管理費等の調整について 3．共通仮設費の調整計算の方法」

に準拠して計算するものとする。 

 

2．現場管理費の調整計算の一般式 

Ａ＝（Ｄ×β1－Ｂ×β2 

Ａ：当該追加工事の現場管理費 

Ｂ：現工事の純工事費 

Ｄ：合算工事の純工事費 

β1：Ｄに相当する「主たる工種」の改正基準による現場管理費率 

β2：Ｂに相当する現工事の工種の改正基準による現場管理費率 

なお、現場管理費率の補正率もしくは補正係数が適用されている工事においては、「①随意契約方式により工

事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について 3．共通仮設費の調整計算の方法」

に準拠して計算するものとする。 

 

3．一般管理費等の調整計算の一般式 

Ａ＝(Ｄ×α1×δ1)－Ｂ×α2×δ2＋Ｃ×β 

Ａ：当該追加工事の一般管理費等 

Ｂ：現工事の工事原価（中止期間中の現場維持等の費用を含む） 

Ｃ：当該追加工事の調整後の工事原価 

Ｄ：合算工事の工事原価 

α1：Ｄに相当する改正基準による一般管理費等率 

α2：Ｂに相当する改正基準による一般管理費等率 

β：追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正値 

δ1：当該追加工事の前払金支出割合による補正係数 

δ2：現工事の前払金支出割合による補正係数 

一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第 3 位を四捨五入して 2位止めとする。 

  （注）契約保証については、平成 22 年 3 月 3 日付 21建総第 1636 号「契約保証の取扱いについて（通知）」およ

平成 8 年 8月 22 日付 8 土管第 350 号「契約保証について（通知）別紙．工事請負契約における契約の保証

関する取扱いについて」に留意すること。 

 

4．設計変更について 

旧基準により積算した工事の設計変更は、旧基準により積算するものとする。 
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  2）補正割増し係数 

時間的制約状況の程度 補正割増し係数 

時 間 的 制 約 を 受 け る 場 合 1.06 

時 間 的 制 約 を 著 し く 受 け る 場 合 1.14 

       注）「時間的制約を受ける場合」とは、作業時間が7時間/日を超えて7.5時間/日以下をいう。 

           「時間的制約を著しく受ける場合」とは、作業時間が4時間/日以上～7時間/日以下をいう。 

 (2) 制約を受ける作業時間の適用範囲 

制約を受ける作業時間については、4時間/日以上～7.5時間/日以下とする。 

なお、制約を受ける作業時間が4時間/日未満の場合は、別途施工条件等を考慮し適性に積算するものとする。 

  (1)特許使用料の適用 

特許使用料の適用は、特許権等に係る施工法・試験法・製造法並びに特許権、実用新案権及び意匠権等を

用いて施工・製作させた装置等、工業所有権等に係るもの全てを対象とした特許工法等とし、特許法に基づ

く手続きのうち、設定登録が完了している場合及び出願を完了し、且つ、設定登録が完了していない手続き

期間において、当該工法等を使用する積算に適用する。また、特許使用料を計上するのは、共有特許及び民

間特許工法等を使用する場合とする。 

  (2)特許使用料の積算 

特許使用料は、工事を施工するのに直接必要とする経費とし、その算定は契約に基づき使用する特許の使

用料および派出する技術者等に要する費用の合計額とする。 

  (1)特許使用料の適用 

特許使用料の適用は、特許権等に係る施工法・試験法・製造法並びに特許権、実用新案権及び意匠権等を

用いて施工・製作させた装置等、工業所有権等に係るもの全てを対象とした特許工法等とし、特許法に基づ

く手続きのうち、設定登録が完了している場合及び出願を完了し、かつ、設定登録が完了していない手続き

期間において、当該工法等を使用する積算に適用する。また、特許使用料を計上するのは、共有特許及び民

間特許工法等を使用する場合とする。 

  (2)特許使用料の積算 

特許使用料は、工事を施工するのに直接必要とする経費とし、その算定は契約に基づき使用する特許の使

用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額とする。 

 (2) 制約を受ける作業時間の適用範囲 

制約を受ける作業時間については、4時間/日以上7.5時間/日以下とする。 

なお、制約を受ける作業時間が4時間/日未満の場合は、別途施工条件等を考慮し適性に積算するものとする。 

  2）補正割増し係数 

時間的制約状況の程度 補正割増し係数 

時 間 的 制 約 を 受 け る 場 合 1.06 

時 間 的 制 約 を 著 し く 受 け る 場 合 1.14 

       注）「時間的制約を受ける場合」とは、作業時間が7時間/日を超えて7.5時間/日以下をいう。 

           「時間的制約を著しく受ける場合」とは、作業時間が4時間/日以上7時間/日以下をいう。 
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1．対象工事 

施工箇所が複数あり，施工箇所が1km程度を超えて点在する工事を対象とする。 

なお、通年維持工事等、当初契約において工事場所を範囲で指定する工事は除く。 

ただし、これによりがたい場合は個別に考慮できる。  

 

2．工事箇所の設定方法及び積算方法 

(1) 施工規模の大きい箇所を「親設計書」とし，その他の施工箇所を「子設計書」と分類する。 

(2) 主たる工種区分は，工事全体で判断する。（施工箇所毎に主たる工種区分を設定しない。） 

(3) 直接工事費の施工規模等の入力条件は，施工箇所毎の数量から選択する。 

(4) 労務費，材料費等単価の地区設定は，施工箇所毎に設定する。 

(5) 共通仮設費及び現場管理費については，施工箇所毎に算出した合計額とする。 

(6) 共通仮設費率及び現場環境改善費率，現場管理費率の補正については，施工箇所毎に設定する。積上げ項目の

うち，施工箇所毎に分割できない場合は，直接工事費の も大きい施工箇所に計上する。 

(7) 一般管理費等については，施工箇所毎に分けない積算（以下，「通常の積算」）と同様とする。 

なお，一般管理費算出時の，共通仮設費率及び現場管理費率にかかる，施工地域を考慮した補正等は，親設計

書で設定した係数によるものとする。 

(8) 業務委託料は，親設計書に計上する。 

1．対象工事 

施工箇所が複数あり，施工箇所が1km程度を超えて点在する工事を対象とする。 

なお、通年維持工事等、当初契約において工事場所を範囲で指定する工事は除く。 

ただし、これにより難い場合は個別に考慮できる。  

 

2．工事箇所の設定方法及び積算方法 

(1) 施工規模の大きい箇所を「親設計書」とし，その他の施工箇所を「子設計書」と分類する。 

(2) 主たる工種区分は，工事全体で判断する（施工箇所毎に主たる工種区分を設定しない）。 

(3) 直接工事費の施工規模等の入力条件は，施工箇所毎の数量から選択する。 

(4) 労務費，材料費等単価の地区設定は，施工箇所毎に設定する。 

(5) 共通仮設費及び現場管理費については，施工箇所毎に算出した合計額とする。 

(6) 共通仮設費率及び現場環境改善費率，現場管理費率の補正については，施工箇所毎に設定する。積上げ項目の

うち，施工箇所毎に分割できない場合は，直接工事費の も大きい施工箇所に計上する。 

(7) 一般管理費等については，施工箇所毎に分けない積算（以下，「通常の積算」）と同様とする。 

なお，一般管理費算出時の，共通仮設費率及び現場管理費率にかかる，施工地域を考慮した補正等は，「親設

計書」で設定した係数によるものとする。 

(8) 業務委託料は，「親設計書」に計上する。 

3．設計変更について 

(1) 「親設計書」及び「子設計書」それぞれに対して，変更作業を行う。 

(2) 新規工種の追加は，施工箇所毎に判断する。 

(3) 設計変更において，新たに施工箇所を追加することができる。その場合は，直接工事費，共通仮設費，現場

管理費を変更指示時点単価により積算するものとする。 

(4) 一般管理費等については，通常の積算と同様とする。 

3．設計変更について 

(1) 親設計書および子設計書それぞれに対して，変更作業を行う。 

(2) 新規工種の追加は，施工箇所毎に判断する。 

(3) 設計変更において，新たに施工箇所を追加することができる。その場合は，直接工事費，共通仮設費，現場

管理費を変更指示時点単価により積算するものとする。 

(4) 一般管理費等については，通常の積算と同様とする。 
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Ⅰ－14－①－119

（前年度） 　　（削除）

　　（削除）

　　（削除）

Ⅰ－14－①－123

（前年度） 　　（削除）

Ⅰ－14－①－128

　（新設）
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Ⅰ－14－①－132

Ⅰ－14－②-11

表 11.5  植樹管理 （せん定）             

区 分 規格・仕様 単位 施工数量 

植 

樹 

管 

理 

せ 

ん 

定 

高 
 
 
 

 
 
 

木 

夏
期
せ
ん
定 

幹周 

60cm未満 
本 90 

幹周 

60cm以上 

120cm未満 

本 30 

冬
期
せ
ん
定 

幹周 

60cm未満 
本 80 

幹周 

60cm以上 

120cm未満 

本 30 

 

表 11.5  植樹管理 （せん定）               

区 分 規格・仕様 単位 施工数量 

植 

樹 

管 

理 

せ 

ん 

定 

高 
 
 
 

 
 
 

木 

夏
期
せ
ん
定 

幹周 
30cm未満 

本 100 

幹周 
30cm以上 
60cm未満 

本 70 

幹周 
60cm以上 
90cm未満 

本 40 

幹周 
90cm以上 

120cm未満 
本 30 

冬
期
せ
ん
定 

幹周 
30cm未満 

本 90 

幹周 
30cm以上 
60cm未満 

本 65 

幹周 
60cm以上 

90cm未満 
本 35 

幹周 
90cm以上 

120cm未満 
本 30 
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Ⅱ－1－②－7  
表3.1 掘削 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

土質 施工方法 岩質 
押土の 
有無 

障害の 
有無 

施工数量 
火薬 
使用 

破砕片除去の 
有無 

集積押土 
の有無 

土砂 

オープン 
カット 

－ 

有り － 

普通土30,000m3未満 
又は湿地軟弱土 

－ － － 

普通土30,000m3以上 － － － 

無し 

無し 

5,000m3未満 － － － 

5,000m3以上 
10,000m3未満 

－ － － 

10,000m3以上 
50,000m3未満 

－ － － 

50,000m3以上 － － － 

有り 

5,000m3未満 － － － 

5,000m3以上 
10,000m3未満 

－ － － 

10,000m3以上 
50,000m3未満 

－ － － 

50,000m3以上 － － － 

片切掘削 － － － － － － － 

水中掘削 － － － － － － － 

現場制約あり － － － － － － － 

上記以外 
(小規模) 

－ － － 
標準(※1) － － － 

標準以外(※2) － － － 

岩塊・ 
玉石 

オープン 
カット 

－ 

有り － 

普通土30,000m3未満 
又は湿地軟弱土 

－ － － 

普通土30,000m3以上 － － － 

無し 

無し 

5,000m3未満 － － － 

5,000m3以上 
10,000m3未満 

－ － － 

10,000m3以上 
50,000m3未満 

－ － － 

50,000m3以上 － － － 

有り 

5,000m3未満 － － － 

5,000m3以上 
10,000m3未満 

   

10,000m3以上 
50,000m3未満 

－ － － 

50,000m3以上 － － － 

水中掘削 － － － － － － － 

現場制約あり － － － － － － － 

 

表3.1 掘削 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

土質 施工方法 
押土の 
有無 

障害の 
有無 

施工数量 
火薬 
使用 

破砕片除去の 
有無 

集積押土 
の有無 

土砂 

オープン 
カット 

有り － 

普通土30,000m3未満 
又は湿地軟弱土 

－ － － 

普通土30,000m3以上 － － － 

無し 

無し 

5,000m3未満 － － － 

5,000m3以上 
10,000m3未満 

－ － － 

10,000m3以上 
50,000m3未満 

－ － － 

50,000m3以上 － － － 

有り 

5,000m3未満 － － － 

5,000m3以上 
10,000m3未満 

－ － － 

10,000m3以上 
50,000m3未満 

－ － － 

50,000m3以上 － － － 

片切掘削 － － － － － － 

水中掘削 － － － － － － 

現場制約あり － － － － － － 

上記以外 
(小規模) 

－ － 
標準(※1) － － － 

標準以外(※2) － － － 

岩塊・ 
玉石 

オープン 
カット 

有り － 

普通土30,000m3未満 
又は湿地軟弱土 

－ － － 

普通土30,000m3以上 － － － 

無し 

無し 

5,000m3未満 － － － 

5,000m3以上 
10,000m3未満 

－ － － 

10,000m3以上 
50,000m3未満 

－ － － 

50,000m3以上 － － － 

有り 

5,000m3未満 － － － 

5,000m3以上 
10,000m3未満 

   

10,000m3以上 
50,000m3未満 

－ － － 

50,000m3以上 － － － 

水中掘削 － － － － － － 

現場制約あり － － － － － － 
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Ⅱ－1－②－8
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Ⅱ－1－②－9
④ 現場制約あり 

機械施工が困難な場合。 

土砂，岩塊・玉石は，直接積込みできない箇所の人力による片切部分等の切崩し作業。 

軟岩，硬岩は，人力により片切掘削及び床掘りした岩を距離3m程度までの範囲で投棄し，

掘削面の法面整形を含む作業。 

④ 現場制約あり 

機械施工が困難な場合。 

土砂，岩塊・玉石は，直接積込みできない箇所の人力による片切部分等の切崩し作業。 
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Ⅱ－1－②－13
表3.3 掘削 代表機労材規格一覧 

 

普通土
30,000
m3未満
又は
湿地

軟弱土

普通土
30,000

m3
以上

5,000
m3

未満

5,000
m3

以上
10,000

m3
未満

10,000
m3

以上
50,000

m3
未満

50,000
m3

以上
-

小規模
(標準)

小規模
(標準
以外)

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）］ 20t級 ○

ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］ 32t級 ○

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス
対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

○ ○ ○ ○

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１
次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）

○

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２
次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）

○

小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）

○

クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］平積0.8m3 ○

K2 -

K3 -

R1 運転手（特殊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R2 普通作業員 ○ ○

R3 -

R4 -

Z1 軽油1.2号 パトロール給油 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z2 -

Z3 -

Z4 -

市場単価 S -

5,000
m3以上

有り
50,000
m3未満

有り
50,000
m3以上

-
有り

50,000
m3未満

有り
50,000
m3以上

-

無し 有り 無し 無し - 無し 有り 無し 無し -

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス
対策型（第3次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブルドーザ[リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）]32t級 ○

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 排出ガス
対策型（第１次基準値）吐出量5.0m3/min　吐出圧力0.7MPa

○

大型ブレーカ（ベースマシン含まず） ［油圧式］質量
1,300kg級

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 ○

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）］ 20t級 ○ ○

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次
基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

○ ○

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次
基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）

○ ○

R1 特殊作業員 ○ ○ ○ ○ ○

R2 運転手（特殊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R3 普通作業員 ○ ○ ○ ○ ○

R4 -

Z1 軽油1.2号　パトロール給油 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z2 -

Z3 -

Z4 -

市場単価 S -

可

有り
50,000
m3未満

有り
50,000
m3以上

-
有り

50,000
m3未満

有り
50,000
m3以上

有り
50,000
m3未満

有り
50,000
m3以上

無し 有り 無し 無し - 無し 有り 無し 無し 無し 有り 無し 無し

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス
対策型（第3次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 排出ガス
対策型（第1次基準値）吐出量5.0m3/min　吐出圧力0.7MPa

○

大型ブレーカ（ベースマシン含まず） ［油圧式］質量
1,300kg級

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブルドーザ[リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）]32t級 ○

さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 ○

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）］ 20t級 ○ ○ ○

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次
基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

○ ○ ○

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次
基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）

○ ○ ○

クローラドリル［油圧式］〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級 ○ ○ ○ ○ ○

R1 特殊作業員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R2 運転手（特殊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

さく岩工 ○ ○ ○ ○ ○

普通作業員 ○ ○ ○ ○ ○

R4 土木一般世話役 ○ ○ ○ ○ ○

Z1 軽油1.2号　パトロール給油 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z2 -

Z3 -

Z4 -

市場単価 S -

土
質

項目 代表機労材規格

施工方法

硬
岩

機械

K1

K2

K3

労務
R3

材料

労務

材料

片切掘削

現
場
制
約
あ
り

火薬使用

不可 不可 可

破砕片除去の有無

無し 無し 無し

オープンカット

集積押土の有無

無し 無し

集積押土の有無

K2

K3
軟
岩

機械

K1

土
質

項目 代表機労材規格

施工方法

オープンカット 片切掘削

-

現
場
制
約
あ
り

施工数量

5,000m3未満 -

破砕片除去の有無

土
砂
（

岩
塊
・
玉
石
混
り
土
含
む
）

機械

K1

労務

材料

土
質

項目 代表機労材規格

施工方法

オープンカット 片切掘削 小規模

水
中
掘
削

現
場
制
約
あ
り

施工数量

表3.3 掘削 代表機労材規格一覧 

普通土
30,000
m3未満
又は
湿地

軟弱土

普通土
30,000

m3
以上

5,000
m3

未満

5,000
m3

以上
10,000

m3
未満

10,000
m3

以上
50,000

m3
未満

50,000
m3

以上
-

小規模
(標準)

小規模
(標準
以外)

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）］ 20t級 ○
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］ 32t級 ○
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策
型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

○ ○ ○ ○

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基
準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）

○

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基
準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）

○

小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２
次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）

○

クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］平積0.8m3 ○

K2 -
K3 -
R1 運転手（特殊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2 普通作業員 ○ ○
R3 -
R4 -
Z1 軽油 パトロール給油 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Z2 -
Z3 -
Z4 -

市場単価 S -

5,000
m3以上

有り
50,000
m3未満

有り
50,000
m3以上

-
有り

50,000
m3未満

有り
50,000
m3以上

-

無し 有り 無し 無し - 無し 有り 無し 無し -
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策
型（第3次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブルドーザ[リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）]32t級 ○

K2 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］質量 1,300kg級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）］ 20t級 ○ ○
バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規
制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

○ ○

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基
準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）

○ ○

R1 特殊作業員 ○ ○ ○ ○
R2 運転手（特殊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R3 普通作業員 ○ ○ ○ ○
R4 -
Z1 軽油　パトロール給油 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Z2 -
Z3 -
Z4 -

市場単価 S -

可

有り
50,000
m3未満

有り
50,000
m3以上

-
有り

50,000
m3未満

有り
50,000
m3以上

有り
50,000
m3未満

有り
50,000
m3以上

無し 有り 無し 無し - 無し 有り 無し 無し 無し 有り 無し 無し

K1
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策
型（第3次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］質量 1,300kg級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ブルドーザ[リッパ装置付・排出ガス対策型（第2次基準値）]32t級 ○
ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）］ 20t級 ○ ○ ○
バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規
制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）

○ ○ ○

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基
準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）

○ ○ ○

クローラドリル［油圧式］〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級 ○ ○ ○ ○ ○
R1 特殊作業員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2 運転手（特殊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R3 さく岩工 ○ ○ ○ ○ ○

普通作業員 ○ ○ ○ ○
R4 土木一般世話役 ○ ○ ○ ○ ○
Z1 軽油　パトロール給油 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Z2 -
Z3 -
Z4 -

市場単価 S -

集積押土の有無

無し 無し

オープンカット

土
質

項目 代表機労材規格

火薬使用

-

施工数量

5,000m3未満

施工方法

K1

-

破砕片除去の有無

無し 無し

集積押土の有無

土
質

項目 代表機労材規格

オープンカット 片切掘削

土
砂
（

岩
塊
・
玉
石
混
り
土
含
む
）

機械
K1

労務

材料

土
質

項目 代表機労材規格

施工方法
オープンカット 片切掘削 小規模

水
中
掘
削

現
場
制
約
あ
り

施工数量

材料

硬
岩

K3

K2

労務

機械

軟
岩

施工方法

無し

可

片切掘削

K3

労務

材料

機械

破砕片除去の有無
不可 不可
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表3.2 掘削（ＩＣＴ）※［ＩＣＴ建機使用割合100%］ 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ＩＣＴ施工対応型・

超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014

年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 

・賃料 

・「オープンカット」で，施工

数量50,000m3未満の場合 

・「片切掘削」の場合 

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型

（2014年規制）］山積1.3～1.5m3（平積1.0～1.2m3） 

「オープンカット」で施工数量

50,000m3以上の場合 

Ｋ2 

ＩＣＴ建設機械経費加算額 

（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） 

・賃料 

・「オープンカット」で，施工

数量50,000m3 未満の場合 

・「片切掘削」の場合 

ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 

（バックホウ） 

・賃料 

・「オープンカット」で，施工

数量50,000m3 以上の場合 

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 運転手（特殊）  

Ｒ2 普通作業員 片切掘削の場合 

Ｒ3 －  

Ｒ4 －  

材料 

Ｚ1 軽油 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

（注）1．ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））は，地上の基準局・管理局の賃貸費

用である。 

2．ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）は，建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管

理局の賃貸費用である。 

3．バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014 年規制）］山積1.3～1.5m3（平積1.0～

1.2m3）を使用する際の重建設機械分解・組立の歩掛の機械質量区分は,「バックホウ系」の「山積1.0m3 を

超え山積1.4m3 以下」を選択する。 

表3.2 掘削（ＩＣＴ）※［ＩＣＴ建機使用割合100%］ 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ＩＣＴ施工対応型・

超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014

年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 

・賃料 

・「オープンカット」で，施工

数量50,000m3未満の場合 

・「片切掘削」の場合 

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型

（2014年規制）］山積1.3～1.5m3（平積1.0～1.2m3） 

「オープンカット」で施工数量

50,000m3以上の場合 

Ｋ2 

ＩＣＴ建設機械経費加算額 

（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）） 

・賃料 

・「オープンカット」で，施工

数量50,000m3 未満の場合 

・「片切掘削」の場合 

ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 

（バックホウ） 

・賃料 

・「オープンカット」で，施工

数量50,000m3 以上の場合 

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 運転手（特殊）  

Ｒ2 普通作業員 片切掘削の場合 

Ｒ3 －  

Ｒ4 －  

材料 

Ｚ1 軽油1.2号 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

（注）1．ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））は，地上の基準局・管理局の賃貸費

用である。 

2．ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）は，建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管

理局の賃貸費用である。 

3．土砂，岩塊・玉石の掘削積込，又は土砂の片切掘削について，同一の施工箇所においてＩＣＴ

建機と通常建機（ＩＣＴ建機を使用しない通常機種のバックホウ）を組合せて施工する（ＩＣＴ

建機使用割合100%以外）場合は，該当する箇所における掘削土量をＩＣＴ建機使用割合に応じ

てＩＣＴ建機による施工分と通常建機による施工分に分割し，ＩＣＴ建機による施工分に上表を

適用する。また，通常建機による施工分は,「第Ⅱ編第1章土工②－1 3－1掘削」により別途

計上する。 

なお，施工数量は，1工事当りの全体掘削土量により判定し，「第Ⅱ編第1章土工②－1 3－1

掘削（注）6．施工数量，破砕片除去数量」によるものとする。また，ＩＣＴ建機使用割合100％

以外の場合は，該当する施工箇所におけるＩＣＴ建機による施工分と通常建機による施工分を合

計した掘削土量をその箇所の掘削土量とし,これを合計したものを全体掘削土量とする。ただし，

施工箇所が分かれる場合は，通常建機のみで施工した箇所の掘削土量はこの全体掘削土量に含め

ない。 

3．土砂，岩塊・玉石の掘削積込，又は土砂の片切掘削について，同一の施工箇所においてＩＣＴ

建機と通常建機（ＩＣＴ建機を使用しない通常機種のバックホウ）を組合せて施工する（ＩＣＴ

建機使用割合100%以外）場合は，該当する箇所における掘削土量をＩＣＴ建機使用割合に応じ

てＩＣＴ建機による施工分と通常建機による施工分に分割し，ＩＣＴ建機による施工分に上表を

適用する。また，通常建機による施工分は,「第Ⅱ編第1章土工②－1 3－1掘削」により別途

計上する。 

なお，施工数量は，1工事当りの全体掘削土量により判定し，「第Ⅱ編第1章土工②－1 3－1

掘削（注）6．施工数量，破砕片除去数量」によるものとする。また，該当する施工箇所における

ＩＣＴ建機による施工分と通常建機による施工分を合計した掘削土量をその箇所の掘削土量とし,

これを合計したものを全体掘削土量とする。 
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5－4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用，外注経費等の費用 

3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合における経費の計上

方法については，共通仮設費率，現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。 

・共通仮設費率補正係数 ： 1.2 

・現場管理費率補正係数 ： 1.1 

※小数点第3 位四捨五入2位止め 

なお，土工（ＩＣＴ）において，経費の計上が適用となる出来形管理は，以下の（1）～（5）又は完成検査直前

の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測とする。なお，その他の出来形管理の経費は，共通仮設

費及び現場管理費率に含まれる。 

1）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

2）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

3）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

4）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

5）上記1）～4）に類似する，その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 

5－4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用，外注経費等の費用 

（1）3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合における費用の

計上方法については，共通仮設費率，現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。 

・共通仮設費率補正係数 ： 1.2 

・現場管理費率補正係数 ： 1.1 

※小数点第3位四捨五入2位止め 

なお，土工（ＩＣＴ）において，経費の計上が適用となる出来形管理は，以下の1）～5）又は完成検査直前

の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測とする。なお，その他の出来形管理の経費は，共通

仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 

1）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

2）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理  

3）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

4）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

5）上記1）～4）に類似する，その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 

（2）費用計上にあたっての留意事項 

1）3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合は，費用の妥

当性を確認することとし，受注者からの見積りにより算出される金額が（1）で算出される金額を下回る

場合は，見積りにより算出される金額を積算計上額とする運用とする。 

2）受注者から見積りの提出がない場合は，3次元出来形管理・3次元データ納品の費用，外注経費等の費

用は計上しないものとする。 

 

6．参考資料（掘削（ＩＣＴ）※［ＩＣＴ建機使用割合 100%]） 

6－1 ＩＣＴ建機使用割合100%以外の場合における積算 

土砂，岩塊・玉石の掘削積込，又は土砂の片切掘削について，同一の施工箇所においてＩＣＴ建機と通常建機を

組合せて施工する（ＩＣＴ建機使用割合100%以外）場合は，以下のとおりとする。 

（1）施工数量の判定 

施工数量は，1工事当りの全体掘削土量により判定し，「第Ⅱ編第1章土工②－1 3－1掘削（注）6．施工

数量，破砕片除去数量」によるものとする。なお，ＩＣＴ建機使用割合100％以外の場合は，該当する施工

箇所におけるＩＣＴ建機による施工分と通常建機による施工分を合計した掘削土量をその箇所の掘削土量と

し,これを合計したものを全体掘削土量とする。ただし，施工箇所が分かれる場合は，通常建機のみで施工し

た箇所の掘削土量はこの全体掘削土量に含めない。 

4．障害の有無 

①無し：作業現場が広く，かつ作業障害が少ない場合（例えば，新設のバイパス工事，

あるいは新設の築堤工事等） 

②有り：作業現場が狭い，又は作業障害が多い場合（例えば，現道上の工事，一車線

程度の現道拡幅工事，あるいは拡築（腹付，嵩上）工事，現場が不連続，構

造物等の障害等） 

4．障害の有無 

①無し：作業現場が広く，かつ作業障害が少ない場合（例えば，新設のバイパス工事，

あるいは新設の築堤工事等） 

②有り：作業現場が狭い，又は作業障害が多い場合（例えば，現道上の工事，一車線

程度の現道拡幅工事，あるいは拡築（腹付，嵩上）工事等） 

4．障害の有無 

①無し：作業現場が広く，かつ作業障害が少ない場合（例えば，新設のバイパス工事，

築堤工事等） 

②有り：作業現場が狭い，又は作業障害が多い場合（例えば，現道上の工事，一車線

程度の現道拡幅工事，拡築（腹付，嵩上）工事，現場が不連続，構造物等の

障害等） 

4．障害の有無 

①無し：作業現場が広く，かつ作業障害が少ない場合（例えば，新設のバイパス工事，

築堤工事等） 

②有り：作業現場が狭い，又は作業障害が多い場合（例えば，現道上の工事，一車線

程度の現道拡幅工事，拡築（腹付，嵩上）工事等） 

 

6．参考資料（掘削（ＩＣＴ）※［ＩＣＴ建機使用割合 100%]） 

6－1 ＩＣＴ建機使用割合100%以外の場合における積算 

土砂，岩塊・玉石の掘削積込，又は土砂の片切掘削について，同一の施工箇所においてＩＣＴ建機と通常建機を

組合せて施工する（ＩＣＴ建機使用割合100%以外）場合は，以下のとおりとする。 

（1）施工数量の判定 

施工数量は，1工事当りの全体掘削土量により判定し，「第Ⅱ編第1 章土工②－1 3－1掘削（注）6．施工数量，

破砕片除去数量」によるものとする。なお，該当する施工箇所におけるＩＣＴ建機による施工分と通常建機による施

工分を合計した掘削土量をその箇所の掘削土量とし,これを合計したものを全体掘削土量とする。 
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3．施工パッケージ 

3－1 床掘り（ＩＣＴ） 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 

3．施工パッケージ 

3－1 床掘り 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 

5－4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用，外注経費等の費用 

床掘工（ＩＣＴ）については、出来型管理を行わないため、費用は計上しない。 

5－4 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用，外注経費等の費用 

床掘工（ＩＣＴ）については、出来形管理を行わないため、費用は計上しない。 
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6－4 3 次元出来形管理・3 次元データ納品の費用，外注経費等の費用 

（1）3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び 3 次元データ納品を行う場合における費用の

計上方法については，共通仮設費率，現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。 

・共通仮設費率補正係数 ： 1.2 

・現場管理費率補正係数 ： 1.1 

※小数点第 3位四捨五入 2 位止め 

なお，法面整形工（ＩＣＴ）において，経費の計上が適用となる出来形管理は，以下の 1）～5）又は完成

検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測とする。なお，その他の出来形管理の経

費は，共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 

1）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

2）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

3）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

4）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

5）上記 1）～4）に類似する，その他の 3 次元計測技術を用いた出来形管理 

（2）費用計上にあたっての留意事項 

1）3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び3次元データ納品を行う場合は，費用の妥当

性を確認することとし，受注者からの見積りにより算出される金額が（1）で算出される金額を下回る場合

は，見積りにより算出される金額を積算計上額とする運用とする。 

2）受注者から見積りの提出がない場合は，3次元出来形管理・3次元データ納品の費用，外注経費等の費用

は計上しないものとする。 

6－4 3 次元出来形管理・3次元データ納品の費用，外注経費等の費用 

3 次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理及び 3 次元データ納品を行う場合における経費の

計上方法については，共通仮設費率，現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。 

・共通仮設費率補正係数 ： 1.2 

・現場管理費率補正係数 ： 1.1 

※小数点第 3位四捨五入 2位止め 

なお，法面整形工（ＩＣＴ）において，経費の計上が適用となる出来形管理は，以下の（1）～（5）又は

完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測とする。なお，その他の出来形管理

の経費は，共通仮設費及び現場管理費率に含まれる。 

（1）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

（2）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

（3）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

（4）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

（5）上記（1）～（4）に類似する，その他の 3次元計測技術を用いた出来形管理 
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（前年度） 　　（削除）①－5 法面施肥工 （建地－D） 

 

1．適用範囲 

  本資料は，道路法面における法面施肥作業で1m2当りの吹付肥料が90～120gのもので，法勾配1割以上，平均法長

50m以下に適用する。 

 

2．機種の選定 

  機械・規格は，次表を標準とする。 

 

表2.1 機種の選定 

機 械 名 規 格 単位 数量 摘 要 

種 子 吹 付 機 
車載式(種子専用) 
タンク容量2.5 m3 

搭載トラック3t 車 
台 1  

ト ラ ッ ク 普通型 4～4.5t 積 〃 1 吹付機搭載用 

 

3．施工歩掛 

  法面施肥工の歩掛は，次表を標準とする。 

表3.1 法面施肥工歩掛 （1,000m2当り） 

名 称 規 格 
単
位 

数量 
平均法長 
20m 以下 

平均法長 
20m を超える 

土 木 一 般 世 話 役  人 0.14 0.16 

普 通 作 業 員  〃 0.28 0.32 

種 子 吹 付 機 運 転 
車載式(種子専用) 
タンク容量2.5m3 

搭載トラック3t 車 

h 1.2 1.5 

ト ラ ッ ク 運 転 普通型 4～4.5t 積 〃 1.2 1.5 

諸 雑 費 率  % 2 

（注）1．諸雑費は，給水用ポンプの損料等の費用であり労務費の合計額に上表の率
を乗じた金額を上限として計上する。 

2．1日当り作業量は，平均法長20m 以下の場合，5,600m2/日，平均法長20m を超
える場合，4,500m2/日を標準とする。 

 

4．単価表 

 （1）法面施肥工1,000m2当り単価表                                                                SWB220510 
 

名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

土 木 一 般 世 話 役  人  表 3.1 

普 通 作 業 員  〃   〃 

肥 料  kg   

種 子 吹 付 機 運 転 
車載式(種子専用) 
タンク容量2.5m3 

搭載トラック3t 車 
h  

表 3.1 
機械損料 

ト ラ ッ ク 運 転 普通型 4～4.5t 積 〃  
表 3.1 
機械損料 

諸 雑 費  式 1 表 3.1 

計     

 

 （2）機械運転単価表 
 

機 械 名 規 格 適用単価表 指 定 事 項 

種 子 吹 付 機 
車載式(種子専用) 
タンク容量2.5m3 

搭載トラック3t 車 
機－13  

ト ラ ッ ク 普通型 4～4.5t 積 機－6  
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③ コンクリートブロック積（張）工 （建地－F） 

 

1．適用範囲 

本資料は，コンクリートブロック積（張）工及び緑化ブロック積工に適用する。 

なお，コンクリートブロック積工は，間知ブロック積及び大型ブロック積を対象とし，コンクリートブロック張

工は，間知ブロック張，平ブロック張及び連節ブロック張を対象とする。 

 
1－1 適用できる範囲 

1－1－1 間知ブロック積 

（1）間知ブロックの積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個以上 730kg/個以下）の場合 

1－1－2 大型ブロック積 

（1）大型ブロックの積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 4,600kg/個以下，控え長 500mm 以上）の場合 

1－1－3 間知ブロック張 

（1）間知ブロックの張工（勾配 1 割以上，ブロック質量 770kg/個以下）の場合 

1－1－4 平ブロック張 

（1）平ブロックの張工（勾配 1 割以上，ブロック質量 770kg/個以下）の場合 

1－1－5 連節ブロック張 

（1）連節ブロックの張工（勾配 1 割以上，ブロック質量 770kg/個以下）の場合 

（2）連結方式が鉄筋又は鋼線及び連結金具による場合 

1－1－6 緑化ブロック積 

（1）緑化ブロックの積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 980kg/個以下）の場合 

1－1－7 胴込・裏込コンクリート 

（1）コンクリートブロック積（張）工における胴込・裏込コンクリート打設の場合 

1－1－8 胴込・裏込材（砕石） 

（1）コンクリートブロック積（張）工における胴込・裏込材の投入転圧の場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

1－1－9 遮水シート張 

（1）間知ブロック，平ブロック，連節ブロックの張工（勾配 1 割以上，ブロック質量 770 kg/個以下）にお

ける遮水シートの設置の場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

1－1－10 吸出し防止材（全面）設置 

（1）コンクリートブロック積（張）工における吸出し防止材の設置の場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

1－1－11 植樹 

（1）緑化ブロックの積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 980 kg/個以下）の植栽の場合 

1－1－12 現場打基礎コンクリート 

（1）コンクリートブロック積（張）工，緑化ブロック積工及び石積（張）工における現場打基礎の場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

1－1－13 現場打小口止コンクリート 

（1）コンクリートブロック積（張）工，緑化ブロック積工及び石積（張）工における現場打小口止コンクリ

ートの場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配１割未満，ブロック質量 150㎏／個未満）の場合

1－1－14 現場打横帯（隔壁）コンクリート 

（1）コンクリートブロック積（張）工，緑化ブロック積工及び石積（張）工における現場打横帯（隔壁）コ

ンクリートの場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配１割未満，ブロック質量 150 ㎏／個未満）の場合 

1－1－15 現場打天端コンクリート 

（1）コンクリートブロック積（張）工,緑化ブロック積工及び石積（張）工における天端コンクリートの場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

1－1－16 プレキャスト基礎ブロック 

（1）コンクリートブロック積（張）工，緑化ブロック積工及び石積（張）工におけるプレキャスト基礎ブロ

ック（製品長 4,000mm 以下，ブロック質量 2,000kg/個以下）の場合 

③ コンクリートブロック積（張）工 （建地－F） 

 

1．適用範囲 

本資料は，コンクリートブロック積（張）に適用する。 

1－1 適用できる範囲 

1－1－1 コンクリートブロック積 

（1）間知ブロックの積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個以上 450kg/個以下）の場合 

1－1－2 大型ブロック積 

（1）大型ブロックの積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 4,600kg/個以下，控え長 500mm 以上）の場合 

1－1－3 間知ブロック張 

（1）間知ブロックの張工（勾配 1 割以上，ブロック質量 770kg/個以下）の場合 

1－1－4 平ブロック張 

（1）平ブロックの張工（勾配 1 割以上，ブロック質量 770kg/個以下）の場合 

1－1－5 連節ブロック張 

（1）連節ブロックの張工（勾配 1 割以上，ブロック質量 770kg/個以下）の場合 

（2）連結方式が鉄筋又は鋼線による場合 

1－1－6 緑化ブロック積 

（1）緑化ブロックの積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 980kg/個以下）の場合 

1－1－7 胴込・裏込コンクリート 

（1）コンクリートブロック積（張）工における胴込・裏込コンクリート打設の場合 

1－1－8 胴込・裏込材（砕石） 

（1）コンクリートブロック積（張）工における胴込・裏込材の投入転圧の場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

1－1－9 遮水シート張 

（1）間知ブロック，平ブロック，連節ブロックの張工（勾配 1割以上，ブロック質量 770 kg/個以下）にお

ける遮水シートの設置の場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

1－1－10 吸出し防止材（全面）設置 

（1）間知ブロックの積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個以上 450kg/個以下），大型ブロックの積工

（勾配 1 割未満，ブロック質量 4,600kg/個以下，控え長 500mm 以上）及び平ブロック，連節ブロックの張

工（勾配 1 割以上，ブロック質量 770 kg/個以下）における吸出し防止材の設置の場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

1－1－11 植樹 

（1）緑化ブロックの積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 980 kg/個以下）の植栽の場合 

1－1－12 現場打基礎コンクリート 

（1）コンクリートブロック積（張），大型ブロック積及び石積（張）における現場打基礎の場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

1－1－13 天端コンクリート 

（1）コンクリートブロック積（張）工，大型ブロック積及び石積（張）工における天端コンクリートの場合 

（2）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

1－1－14 プレキャスト基礎ブロック 

（1）コンクリートブロック積（張）工及び石積（張）工におけるプレキャスト基礎ブロック（製品長

2,500mm 以下，ブロック質量 1,330kg/個以下）の場合 
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1－2 適用できない範囲 

1－2－1 間知ブロック積 

（1）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

（2）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－2 大型ブロック積 

（1）作業半径が 12m を超える場合又は吊上げ高さが 30m を超える場合 

1－2－3 間知ブロック張 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－4 平ブロック張 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－5 連節ブロック張 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－6 緑化ブロック積 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－7 胴込・裏込コンクリート 

（1）石積（張）における胴込・裏込コンクリート打設の場合 

（2）大型ブロック（2,000 ㎏／個超え）以外の胴込・裏込コンクリート打設は，作業半径が 8.0m を超える場

合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合，大型ブロック（2,000 ㎏／個超え）の胴込・裏込コンクリート打

設は，作業半径が 12m を超える場合又は吊上げ高さが 30mを超える場合 

1－2－8 胴込・裏込材（砕石） 

（1）石積（張）における砕石等の胴込・裏込材設置の場合 

（2）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－9 現場打基礎コンクリート 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが-5.5m 未満，5.8m を超える場合 

1－2－10 現場打小口止コンクリート 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが-5.5m 未満，5.8m を超える場合 

1－2－11 現場打横帯（隔壁）コンクリート 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが-5.5m 未満，5.8m を超える場合 

1－2－12 現場打天端コンクリート 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが-5.5m 未満，5.8m を超える場合 

1－2－13 プレキャスト基礎ブロック 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが-5.5m 未満，5.8m を超える場合 

1－2－14 プレキャスト小口止ブロック 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが-5.5m 未満，5.8m を超える場合 

1－2－15 プレキャスト横帯（隔壁）ブロック 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが-5.5m 未満，5.8m を超える場合 

1－2－16 プレキャスト巻止ブロック 

（1）作業半径が 8.0m を超える場合又は吊上げ高さが-5.5m 未満，5.8m を超える場合 

1－2 適用できない範囲 

1－2－1 コンクリートブロック積 

（1）土木工事標準単価方式による間知ブロック積工（勾配 1 割未満，ブロック質量 150kg/個未満）の場合 

（2）作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－2 大型ブロック積 

（1）作業半径が 12m を超える場合又は吊上げ高さが 30m を超える場合 

1－2－3 間知ブロック張 

（1）作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－4 平ブロック張 

（1）作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－5 連節ブロック張 

（1）連結金具を使用する場合 

（2）作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－6 緑化ブロック積 

（1）作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－7 胴込・裏込コンクリート 

（1）石積（張）における胴込・裏込コンクリート打設の場合 

（2）大型ブロック以外の胴込・裏込コンクリート打設は，作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが

5.8m を超える場合，大型ブロックの胴込・裏込コンクリート打設は，作業半径が 12m を超える場合又は吊

上げ高さが 30m を超える場合 

1－2－8 胴込・裏込材（砕石） 

（1）石積（張）における砕石等の胴込・裏込材設置の場合 

（2）作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－9 現場打基礎コンクリート 

（1）作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－10 天端コンクリート 

（1）作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－2－11 プレキャスト基礎ブロック 

（1）作業半径が 8.5m を超える場合又は吊上げ高さが 5.8m を超える場合 

1－1－17 プレキャスト小口止ブロック 

（1）コンクリートブロック積（張）工，緑化ブロック積工及び石積（張）工におけるプレキャスト小口止ブ 

ロック（製品長 3,000mm 以下，ブロック質量 2,000kg／個以下）の場合 

1－1－18 プレキャスト横帯（隔壁）ブロック 

（1）コンクリートブロック積（張）工，緑化ブロック積工及び石積（張）工におけるプレキャスト横帯（隔 

壁）ブロック（製品長 3,300mm 以下，ブロック質量 2,000kg／個以下）の場合 

1－1－19 プレキャスト巻止ブロック 

（1）コンクリートブロック積（張）工，緑化ブロック積工及び石積（張）工におけるプレキャスト巻止ブロ 

ック（製品長 2,500mm 以下，ブロック質量 2,000kg／個以下）の場合 
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4．天端コンクリート打設は，「3－15 天端コンクリート」より計上する。 

5．間知ブロック張は，吸出し防止材設置の有無にかかわらず本施工パッケージを適用できる。 

6．平ブロック張は，裏込コンクリート打設及び胴込コンクリート打設を含まない。 

7．連節ブロック張は，胴込・裏込材投入転圧，裏込コンクリート打設及び胴込コンクリート

打設を含まない。 

 

2－3 緑化ブロック積工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－3 施工フロー 

 

 

（注）1．本施工パッケージで対応しているのは，二重実線部分のみである。 

2．（ ）書きは必要な場合計上する。 

3．基礎設置は，現場打ち基礎又はプレキャスト基礎にかかわらず適用できる。なお，現場打ち基

礎は「3－14 現場打基礎コンクリート」，プレキャスト基礎は「3－16 プレキャスト基礎ブロッ

ク」より計上する。 

4．客土投入締固めの有無にかかわらず適用できる。 

5．天端ブロック据付の有無にかかわらず適用できる。 

6．天端コンクリート打設は，「3－15 天端コンクリート」より計上する。 

7．植栽工は，「3-13 植樹」より計上する。 
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3．施工パッケージ 

3－1 間知ブロック積（SCB226060） 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 
 

表 3.1 間知ブロック積 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

鉄筋規格 鉄筋 10m2当り使用量 

（表 3.2） 
0.1t 以下 

0.1t を超え 0.2t 以下 

（注）1．上表は，間知ブロック（勾配 1 割未満・ブロック質量 150kg/個以上 730kg/個以下）の

設置，鉄筋（加工・組立），目地材の設置，調整コンクリートの打設（材料費を含

む），現場内小運搬（50m まで）の他，水抜きパイプ（水抜き孔用吸出し防止材を含

む）等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただ

し，目地材料費は含まない。 

2．鉄筋の材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.03） 

3．現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 

3．施工パッケージ 

3－1 コンクリートブロック積（SCB226060） 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 
 

表 3.1 コンクリートブロック積 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

鉄筋規格 鉄筋 10m2当り使用量 

（表 3.2） 
0.1t 以下 

0.1t を超え 0.2t 以下 

（注）1．上表は，間知ブロック（勾配 1 割未満・ブロック質量 150kg/個以上 450kg/個以下）の

設置，鉄筋（加工・組立），目地材の設置，調整コンクリートの打設（材料費を含

む），現場内小運搬（50m まで）の他，水抜きパイプ（水抜き孔用吸出し防止材を含

む）等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただ

し，目地材料費は含まない。 

2．鉄筋の材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.03） 

3．現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 
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4．目地材料費は材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 

5．裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は、「3－10 胴込・裏込材（砕石）」より計上する。 

6．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，横帯（隔壁），天端コンクリート

は別途計上する。 

（4．参考図 4－1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照） 
 

表 3.2 鉄筋規格 

積算条件 区  分 

鉄筋規格 

SD295 D13 

SD295 D16 

SD345 D13 

SD345 D16～25 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 各種 

不要 
 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 
 

表 3.3  間知ブロック積 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 運転手（特殊）  

Ｒ2 ブロック工  

Ｒ3 普通作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面  

Ｚ2 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16 鉄筋規格「不要」の場合を除く 

Ｚ3 軽油 パトロール給油  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

4．目地材料費は材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 

5．裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は、「3－10 胴込・裏込材（砕石）」より計上する。 

6．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，天端コンクリートは別途計上す

る。 

（4．参考図 4－1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照） 
 

表 3.2 鉄筋規格 

積算条件 区  分 

鉄筋規格 

SD295 D13 

SD295 D16 

SD345 D13 

SD345 D16～25 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 各種 

不要 
 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 
 

表 3.3  コンクリートブロック積 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(第 3 次基準値)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 運転手（特殊）  

Ｒ2 ブロック工  

Ｒ3 普通作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面  

Ｚ2 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16 鉄筋規格「不要」の場合を除く 

Ｚ3 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  
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3－2 大型ブロック積（SCB226230） 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 

 

表 3.4 大型ブロック積 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

水抜きパイプの有無 

有り 

無し 

（注）1．上表は，大型ブロック（勾配 1 割未満，ブロック質量 4,600kg/個以下，控え長 500mm 以上）

の設置，鉄筋（加工・組立），目地材の設置，調整コンクリートの打設（材料費を含む），現場

内小運搬（50m まで）の他，水抜きパイプ（水抜き孔用吸出し防止材を含む）等，その施工に必

要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし，鉄筋材料費及び目地材料費は

含まない。 

2．鉄筋材料費は材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 

3．裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は、「3－10 胴込・裏込材（砕石）」より計上する。 

4．現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 

5．目地材料費は，材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 

6．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，天端コンクリートは別途計上する。 

（4．参考図 4－1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照） 

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.5  大型ブロック積 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・ 

排出ガス対策型（第 2 次基準値）]25t 吊 
賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 ブロック工  

Ｒ3 土木一般世話役  

Ｒ4 特殊作業員  

材料 

Ｚ1 大型ブロック 控え 500mm  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

3－2 大型ブロック積（SCB226230） 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 

 

表 3.4 大型ブロック積 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

大型ブロックの質量 水抜きパイプの

有無 

2,000kg／個以下 
有り 
無し 

2,000kg／個超え 
有り 
無し 

 
（注）1．上表は，大型ブロック（勾配 1 割未満，ブロック質量 4,600kg/個以下，控え長 500mm 以上）

の設置，鉄筋（加工・組立），目地材の設置，調整コンクリートの打設（材料費を含む），現場

内小運搬（50m まで）の他，水抜きパイプ（水抜き孔用吸出し防止材を含む）等，その施工に必

要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし，鉄筋材料費及び目地材料費は

含まない。 

2．鉄筋材料費は材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 

3．裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は、「3－10 胴込・裏込材（砕石）」より計上する。 

4．現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 

5．目地材料費は，材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 

6．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，横帯（隔壁），天端コンクリートは

別途計上する。 

（4．参考図 4－1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照） 

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.5  大型ブロック積 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ１ 
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・

クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 
山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

2,000kg／個以下 

Ｋ２ ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・ 
排出ガス対策型（第 3 次基準値）]25t 吊 

賃料 
2,000kg／個超え 

Ｋ３ －  

労務 

Ｒ１ 普通作業員  

Ｒ２ ブロック工  

Ｒ３ 土木一般世話役  

Ｒ４ 特殊作業員  

材料 

Ｚ１ 大型ブロック 控え 500mm  

Ｚ２ 軽油 パトロール給油  

Ｚ３ －  

Ｚ４ －  

市場

単価 Ｓ －  
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表 3.6 間知ブロック張 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 裏込材規格 
裏込材 10m2 

当り使用量 

胴込･裏込 

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 

10m2当り使用量 

遮水ｼｰﾄ 

規格 

150kg/個未満 

控え 350mm 

滑面タイプ 

（表 3.7） 

－ 

（表 3.9） 

－ 

（表 3.11） 150kg/個未満 

各種 
（表 3.8） （表 3.10） 

150kg/個以上 

各種 

（注）1．上表は，間知ブロック（勾配 1 割以上・ブロック質量 770kg/個以下）の設置，裏込材設置，胴込・

裏込コンクリート打設，調整コンクリートの打設（材料費を含む），吸出し防止材，遮水シート張

（ブロック背面，基礎，横帯（隔壁），小口止の端部継手），現場内小運搬（50m まで）等，その施工

に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 

2．裏込材,胴込・裏込コンクリート,遮水シート,吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は，裏込

材が＋0.13，胴込・裏込コンクリートが＋0.11 吸出し防止材が＋0.10，遮水シートが＋0.08 とする。 

3．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，横帯（隔壁），天端コンクリートは別途計

上する。 

表 3.6 間知ブロック張 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 裏込材規格 
裏込材 10m2 

当り使用量 

胴込･裏込 

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 

10m2当り使用量 

遮水ｼｰﾄ 

規格 

150kg/個未満 

控え 350mm 

滑面タイプ 

（表 3.7） 

－ 

（表 3.9） 

－ 

（表 3.11） 150kg/個未満 

各種 
（表 3.8） （表 3.10） 

150kg/個以上 

各種 

（注）1．上表は，間知ブロック（勾配 1 割以上・ブロック質量 770kg/個以下）の設置，裏込材設置，胴込・

裏込コンクリート打設，調整コンクリートの打設（材料費を含む），吸出し防止材，遮水シート張

（ブロック背面，基礎，隔壁，小口止の端部継手），現場内小運搬（50m まで）等，その施工に必要な

全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 

2．裏込材,胴込・裏込コンクリート,遮水シート,吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は，裏

込材，胴込・裏込コンクリート及び吸出し防止材が＋0.12，遮水シートが＋0.08 とする。 

3．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，横帯，天端コンクリートは別途計上する。 
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表 3.13 平ブロック張 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

ﾌﾞﾛｯｸの 

質量 

平ﾌﾞﾛｯｸ 

規格 

裏込材 

規格 

裏込材 10m2 

当り使用量 

遮水ｼｰﾄ 

規格 

吸出し防止 

材の有無 

連結金具 

の有無 

連結金具 10m2 

当り使用量 

150kg/個

未満 

平ﾌﾞﾛｯｸ

控 

180mm 

(表 3.7) (表 3.14) (表 3.11) 

有り 
有り 

(表 3.15) 

無し 

無し 
有り 

無し 

有り 
有り 

無し 

無し 
有り 

無し 

平ﾌﾞﾛｯｸ

控 

120mm 

有り 
有り 

無し 

無し 
有り 

無し 

有り 
有り 

無し 

無し 
有り 

無し 

平ﾌﾞﾛｯｸ

各種 

有り 
有り 

無し 

無し 
有り 

無し 

有り 
有り 

無し 

無し 
有り 

無し 

150kg/個

以上 

平ﾌﾞﾛｯｸ

各種 

有り 
有り 

無し 

無し 
有り 

無し 

有り 
有り 

無し 

無し 
有り 

無し 

（注）1．上表は，平ブロック（勾配 1 割以上・ブロック質量 770kg/個以下）の設置，連結金具組立，裏込材

（砕石）投入，調整コンクリートの打設（材料費を含む），吸出し防止材，遮水シート張（ブロック背

面，基礎，隔壁，小口止の端部継手），現場内小運搬（50m まで）の他，タンパ締固めの損料，目地モ

ルタルを使用した場合の材料費・設置手間等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を

含む）を含む。 

2．裏込材，遮水シート，吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は，裏込材及び吸出し防止材が

＋0.12，遮水シートが＋0.08 とする。 

3．目地モルタルの有無にかかわらず本施工パッケージを適用できる。 

4．平ブロック張と遮水シート張（ブロック背面）は，同施工面積とする。 

5．現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 

6．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，天端コンクリートは別途計上する。 

（4．参考図 4－1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照） 

表 3.13 平ブロック張 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

ﾌﾞﾛｯｸの 

質量 

平ﾌﾞﾛｯｸ 

規格 

裏込材 

規格 

裏込材 10m2 

当り使用量 

遮水ｼｰﾄ 

規格 

吸出し防止 

材の有無 

連結金具 

の有無 

連結金具 10m2 

当り使用量 

150kg/個

未満 

平ﾌﾞﾛｯｸ

控 

180mm 

(表 3.7) (表 3.14) (表 3.11) 

有り 

有り 

(表 3.15) 

無し 

無し 

有り 

無し 

平ﾌﾞﾛｯｸ

控 

120mm 

有り 

有り 

無し 

無し 

有り 

無し 

平ﾌﾞﾛｯｸ

各種 

有り 

有り 

無し 

無し 

有り 

無し 

150kg/個

以上 

平ﾌﾞﾛｯｸ

各種 

有り 

有り 

無し 

有り 

無し 

無し 

有り 

無し 

（注）1．上表は，平ブロック（勾配 1 割以上・ブロック質量 770kg/個以下）の設置，連結金具組立，裏込材

（砕石）投入，調整コンクリートの打設（材料費を含む），吸出し防止材，遮水シート張（ブロック背

面，基礎，横帯（隔壁），小口止の端部継手），現場内小運搬（50m まで）の他，タンパ締固めの損

料，目地モルタルを使用した場合の材料費・設置手間等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費

（損料等を含む）を含む。 

2．裏込材，遮水シート，吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は，裏込材が＋0.13，吸出し防

止材が＋0.10，遮水シートが＋0.08 とする。 

3．目地モルタルの有無にかかわらず本施工パッケージを適用できる。 

4．平ブロック張と遮水シート張（ブロック背面）は，同施工面積とする。 

5．現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 

6．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，横帯（隔壁），天端コンクリートは別途

計上する。 

（4．参考図 4－1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照） 



ページ番号

業　　種

改                    定現                    行 備    考

積算基準及び歩掛表(土木)

Ⅱ－2－③－10

Ⅱ－2－③－11
表 3.17 連節ブロック張 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

ブロックの質量 連結方法 
連節鉄筋 

（鋼線）規格 

遮水シート 

規格 
吸出し防止材の有無 

150kg/個未満 － 

（表 3.18） 

（表 3.11） 

有り 

無し 

150kg/個以上 

鉄筋または鋼線 
有り 

無し 

連結金具 － 
有り 

無し 

（注）1．上表は，連節ブロック（勾配 1 割以上・ブロック質量 770kg/個以下）の設置，連節鉄筋（鋼線）の

加工・組立・溶接，連結金具の組立，調整コンクリートの打設（材料費を含む），遮水シート（ブロ

ック背面，基礎，横帯（隔壁），小口止の端部継手），吸出し防止材，現場内小運搬（50m まで）の

他，溶接機，接着剤等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 

2．ブロック材料費に連結金具を含まない場合は，別途連結金具の費用を計上する。 

3．連節鉄筋(鋼線)，遮水シート，吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は，連節鉄筋(鋼線)が

＋0.03，遮水シートが＋0.08，吸出し防止材が＋0.10 とする。 

4．連節ブロック張と遮水シート張（ブロック背面）は，同施工面積とする。 

5．現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 

6．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，横帯（隔壁），天端コンクリートは別途計

上する。 

表 3.17 連節ブロック張 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

ブロックの質量 
連節鉄筋 

（鋼線）規格 

遮水シート 

規格 
吸出し防止材の有無 

150kg/個未満 

（表 3.18） （表 3.11） 

有り 

無し 

有り 

無し 

150kg/個以上 

有り 

無し 

有り 

無し 

（注）1．上表は，連節ブロック（勾配 1 割以上・ブロック質量 770kg/個以下）の設置，連節鉄筋

（鋼線）の加工・組立・溶接，調整コンクリートの打設（材料費を含む），遮水シート（ブ

ロック背面，基礎，隔壁，小口止の端部継手），吸出し防止材，現場内小運搬（50m まで）

の他，溶接機，接着剤等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を

含む。 

2．連節鉄筋(鋼線)，遮水シート，吸出し防止材の材料ロスを含む。標準ロス率は，連節鉄

筋(鋼線)が＋0.03，遮水シートが＋0.08，吸出し防止材が＋0.12 とする。 

3．連節ブロック張と遮水シート張（ブロック背面）は，同施工面積とする。 

4．現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 

5．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，天端コンクリートは別途計上する。 
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表 3.19 連節ブロック張 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 ブロック工  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 土木一般世話役  

Ｒ4 運転手（特殊）  

材料 

Ｚ1 連節ブロック 厚さ 250mm  

Ｚ2 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13 
連結方法が「鉄筋又

は鋼線」の場合 

Ｚ3 遮水シート 厚 1.0＋10.0mm 
遮水シート規格 

「不要」の場合を除く 

Ｚ4 吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m 
吸出し防止材有りの

場合 

市場単価 Ｓ －  

 

3－6 緑化ブロック積（SCB226050） 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 

 

表 3.20 緑化ブロック積 積算条件区分一覧 （積算単位：m2）

緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 裏込材規格 
裏込材 10m2当り 

使用量 

胴込･裏込 

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 

10m2当り使用量 

150kg/個未満 

(表 3.7） (表 3.21） (表 3.9） 

(表 3.22） 

150kg/個以上 (表 3.23） 

（注）1．上表は，緑化ブロック（勾配1割未満・ブロック質量980kg/個以下）の設置，裏込材（砕

石）投入，調整コンクリートの打設（材料費を含む），胴込・裏込コンクリート打設，天端ブロ

ック，客土投入・締固め，現場内小運搬（50m まで）の他，敷モルタル・目地モルタルの材料費

及び設置手間，タンパ締固めの損料及び油脂類の費用，コンクリートバケット，コンクリートバ

イブレータ，電力に関する経費，型枠の費用等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費

（損料等を含む）を含む。ただし，緑化ブロック及び天端ブロックの材料費は含まない。 

2．裏込材，胴込・裏込コンクリート，客土材の材料ロスを含む。標準ロス率は，裏込材及び胴

込・裏込コンクリートが＋0.11 とする。 

3．現場条件により足場が必要な場合は別途計上することができる。 

4．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，横帯（隔壁），天端コンクリート

は別途計上する。 

表 3.19 連節ブロック張 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(第 3 次基準値)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 ブロック工  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 土木一般世話役  

Ｒ4 運転手（特殊）  

材料 

Ｚ1 連節ブロック 厚さ 220mm  

Ｚ2 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13  

Ｚ3 遮水シート 厚 1.0＋10.0mm 
遮水シート規格 

「不要」の場合を除く 

Ｚ4 吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m 
吸出し防止材有りの

場合 

市場単価 Ｓ －  

 

3－6 緑化ブロック積（SCB226050） 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 

 

表 3.20 緑化ブロック積 積算条件区分一覧 （積算単位：m2）

緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 裏込材規格 
裏込材 10m2当り 

使用量 

胴込･裏込 

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 

10m2当り使用量 

150kg/個未満 
(表 3.7） (表 3.21） (表 3.9） 

(表 3.22） 

150kg/個以上 (表 3.23） 

（注）1．上表は，緑化ブロック（勾配1割未満・ブロック質量980kg/個以下）の設置，裏込材（砕

石）投入，調整コンクリートの打設（材料費を含む），胴込・裏込コンクリート打設，天端ブロ

ック，客土投入・締固め，現場内小運搬（50m まで）の他，敷モルタル・目地モルタルの材料費

及び設置手間，タンパ締固めの損料及び油脂類の費用，コンクリートバケット，コンクリートバ

イブレータ，電力に関する経費，型枠の費用等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費

（損料等を含む）を含む。ただし，緑化ブロック及び天端ブロックの材料費は含まない。 

2．裏込材，胴込・裏込コンクリート，客土材の材料ロスを含む。標準ロス率は，裏込材及び胴

込・裏込コンクリートが＋0.12，客土材が＋0.07 とする。 

3．現場条件により足場が必要な場合は別途計上することができる。 

4．設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，天端コンクリートは別途計上する。 
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表 3.25 胴込・裏込コンクリート 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

ブロックの種類 生コンクリート規格 

間知ブロック・緑化ブロック 
（表 3.9） 

大型ブロック 

（注）1．上表は，コンクリートブロック積(張)の胴込・裏込コンクリート設置，現場内 

小運搬（50m まで）の他，コンクリートバケット，バイブレータ，電力に関する

経費，型枠の費用等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含

む）を含む。 

2．胴込・裏込コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.12） 

3．養生が必要な場合は，「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」による。 

表 3.25 胴込・裏込コンクリート 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

ブロックの種類 ブロックの質量 生コンクリート規格 

間知ブロック・緑化ブロック － 

（表 3.9） 
大型ブロック 

2,000kg／個以下 

2,000kg／個超え 

（注）1．上表は，コンクリートブロック積(張)工の胴込・裏込コンクリート設置，現場内小運

搬（50m まで）の他，コンクリートバケット，バイブレータ，電力に関する経費，型枠

の費用等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料を含む）を含む。 

2．胴込・裏込コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.11） 

3．養生が必要な場合は，「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」による。 
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表 3.33 現場打基礎コンクリート 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

生コンクリート規格 基礎砕石の有無 養生工の種類 

（表 3.34） 

有り 
一般養生・特殊養生(練炭) 

養生工なし 

無し 
一般養生・特殊養生(練炭) 

養生工なし 

（注）1．上表は，コンクリート，基礎材，目地板，型枠用合板，鋼製型枠，型枠用金物，組立支持材，さん

木，洋釘，はく離剤，電気ドリル，電動ノコギリ，コンクリートバイブレータ，コンクリートバケット

損料，コンクリート打設，養生等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 

2．コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.06） 

3－12 吸出し防止材（全面）設置（SCB226140） 

（1）条件区分 

吸出し防止材（全面）設置の積算条件区分はない。 

積算単位は，m2とする。 

（注）1．コンクリートブロック積（張）工の吸出し防止材(全面)の設置等，その施工に必要な全ての労 

務・材料費(損料を含む)を含む。 

2．吸出し防止材の材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.10） 

3－12 吸出し防止材（全面）設置（SCB226140） 

（1）条件区分 

吸出し防止材（全面）設置の積算条件区分はない。 

積算単位は，m2とする。 

（注）1．コンクリートブロック積（張）の吸出し防止材(全面)の設置等，その施工に必要な全ての労 

務・材料費(損料を含む)を含む。 

2．吸出し防止材の材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.12） 

表 3.33 現場打基礎コンクリート 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

生コンクリート規格 基礎砕石の有無 養生工の種類 

（表 3.34） 

有り 
一般養生・特殊養生(練炭) 

養生工なし 

無し 
一般養生・特殊養生(練炭) 

養生工なし 

（注）1．上表は，コンクリート，基礎材，目地板，型枠用合板，鋼製型枠，型枠用金物，組立支持材，さん

木，洋釘，はく離剤，電気ドリル，電動ノコギリ，コンクリートバイブレータ，コンクリートバケット

損料及び電力に関する経費，コンクリート打設，養生等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費

(損料を含む)を含む。 

2．コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.07） 
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表 3.35 現場打基礎コンクリート 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(第 3 次基準値)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 
バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型 

（2011 年規制）］山積 0.8m3（平積 0.6m3） 

・賃料 

・基礎砕石有りの場合 

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 型わく工  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 土木一般世話役  

Ｒ4 特殊作業員  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

表 3.35 現場打基礎コンクリート 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 
バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型 

（2014 年規制）］山積 0.8m3（平積 0.6m3） 

・賃料 

・基礎砕石有りの場合 

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 型わく工  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 土木一般世話役  

Ｒ4 特殊作業員  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 軽油 パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

3－15 現場打小口止コンクリート 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 

 
表 3.36 現場打小口止コンクリート 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

生コンクリート規格 養生工の種類 

（表 3.34） 

一般養生 

特殊養生(練炭) 

養生工なし 

（注）1．上表は，現場打ちによる天端コンクリート設置におけるコンクリート，型枠(製

作・設置・撤去)，雑機械器具(電気ドリル，電気ノコギリ，コンクリート打設機器)

の損料及び電力に関する経費等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料

等を含む）を含む。 

2．生コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.07） 

3．特殊養生（ジェットヒータ養生）の場合は，養生工の種類を「養生なし」として，

「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上すること。 

4．目地材は必要に応じて「第Ⅱ編第 2章⑱目地・止水板設置工」により別途計上する。 
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（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 
表 3.37 現場打小口止コンクリート 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 型わく工  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 軽油 パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 
3－16 現場打横帯（隔壁）コンクリート 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 

 
表 3.38 現場打横帯（隔壁）コンクリート 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

生コンクリート規格 養生工の種類 

（表 3.34） 

一般養生 

特殊養生(練炭) 

養生工なし 

（注）1．上表は，現場打ちによる天端コンクリート設置におけるコンクリート，型枠(製

作・設置・撤去)，雑機械器具(電気ドリル，電気ノコギリ，コンクリート打設機器)

の損料及び電力に関する経費等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料

等を含む）を含む。 

2．生コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.07） 

3．特殊養生（ジェットヒータ養生）の場合は，養生工の種類を「養生なし」として，

「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上すること。 

4．目地材は必要に応じて「第Ⅱ編第 2章⑱目地・止水板設置工」により別途計上する。 
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3－15 天端コンクリート（SCB226180） 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 

 

表 3.36 天端コンクリート 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

生コンクリート規格 養生工の種類 

（表 3.34） 

一般養生 

特殊養生(練炭) 

養生工なし 

（注）1．上表は，現場打ちによる天端コンクリート設置におけるコンクリート，型枠(製

作・設置・撤去)，雑機械器具(電気ドリル，電気ノコギリ，コンクリート打設機器)

の損料及び電力に関する経費等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料

等を含む）を含む。 

2．生コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.06） 

3．特殊養生（ジェットヒータ養生）の場合は，養生工の種類を「養生なし」として，

「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上すること。 

4．目地材は必要に応じて「第Ⅱ編第2 章⑱目地・止水板設置工」により別途計上する。 

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 
表 3.39 現場打横帯（隔壁）コンクリート 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 型わく工  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 軽油 パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 
3－17 現場打天端コンクリート（SCB226180） 

（1）条件区分 

条件区分は，次表を標準とする。 

 

表 3.40 現場打天端コンクリート 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

生コンクリート規格 養生工の種類 

（表 3.34） 

一般養生 

特殊養生(練炭) 

養生工なし 

（注）1．上表は，コンクリート，型枠用合板，鋼製型枠，型枠用金物，組立支 

持材，さん木，洋釘，はく離剤，電気ドリル，電動ノコギリ，コンクリートバイブレ

ータ，コンクリートバケット損料及び電力に関する経費，コンクリート打設，養生

等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 

2．生コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.07） 

3．特殊養生（ジェットヒータ養生）の場合は，養生工の種類を「養生なし」として，

「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上すること。 

4．目地材は必要に応じて「第Ⅱ編第 2章⑱目地・止水板設置工」により別途計上する。 
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（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.41 現場打天端コンクリート 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 型わく工  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 軽油 パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

3－18 プレキャスト基礎ブロック（SCB226220） 

（1）条件区分 

プレキャスト基礎ブロックの積算条件区分はない。 

積算単位は，m とする。 

（注）1．プレキャスト基礎ブロックにおけるブロックの設置，連結等，その施工に必要な全ての機械・労

務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし，プレキャスト基礎ブロック（材料費）は含まない。 

2．中詰コンクリートを打設する場合は，材料費・打設手間を別途計上する。 

3．基礎材は必要に応じて，「第Ⅱ編第 2 章②基礎・裏込砕石工」により別途計上する。 

4．目地材は必要に応じて，「第Ⅱ編第 2 章⑱目地・止水板設置工」により別途計上する。 

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.42 プレキャスト基礎ブロック 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 運転手（特殊）  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 軽油 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.37 天端コンクリート 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(第 3 次基準値)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 型わく工  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

3－16 プレキャスト基礎ブロック（SCB226220） 

（1）条件区分 

プレキャスト基礎ブロックの積算条件区分はない。 

積算単位は，m とする。 

（注）1．プレキャスト基礎ブロックにおけるブロックの設置，連結等，その施工に必要な全ての機械・労

務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし，プレキャスト基礎ブロック（材料費）は含まない。 

2．中詰コンクリートを打設する場合は，材料費・打設手間を別途計上する。 

3．基礎材は必要に応じて，「第Ⅱ編第 2 章②基礎・裏込砕石工」により別途計上する。 

4．目地材は必要に応じて，「第Ⅱ編第 2 章⑱目地・止水板設置工」により別途計上する。 

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.38 プレキャスト基礎ブロック 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(第 3 次基準値)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 運転手（特殊）  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  
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3－19 プレキャスト基礎ブロック（材料費） 

（1）条件区分 

プレキャスト基礎ブロック（材料費）の積算条件区分はない。 

積算単位は，m とする。 

 

3－20 プレキャスト小口止ブロック 

（1）条件区分 

プレキャスト小口止ブロックの積算条件区分はない。 

積算単位は，m とする。 

（注）1．プレキャスト小口止ブロックにおけるブロックの設置，連結等，その施工に必要な全ての機械・労

務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし，プレキャスト小口止ブロック（材料費）は含まない。 

2．中詰コンクリートを打設する場合は，材料費・打設手間を別途計上する。 

3．基礎材は必要に応じて，「第Ⅱ編第 2 章②基礎・裏込砕石工」により別途計上する。 

4．目地材は必要に応じて，「第Ⅱ編第 2 章⑱目地・止水板設置工」により別途計上する。 

 
（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 
表 3.43 プレキャスト小口止ブロック 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 運転手（特殊）  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 軽油 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 
3－21 プレキャスト小口止ブロック（材料費） 

（1）条件区分 

プレキャスト小口止ブロック（材料費）の積算条件区分はない。 

積算単位は，m とする。 

3－17 プレキャスト基礎ブロック（材料費） 

（1）条件区分 

プレキャスト基礎ブロック（材料費）の積算条件区分はない。 

積算単位は，m とする。 
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3－22 プレキャスト横帯（隔壁）ブロック 

（1）条件区分 

プレキャスト横帯（隔壁）ブロックの積算条件区分はない。 

積算単位は，m とする。 

（注）1．プレキャスト横帯（隔壁）ブロックにおけるブロックの設置，連結等，その施工に必要な全ての

機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし，プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料

費）は含まない。 

2．中詰コンクリートを打設する場合は，材料費・打設手間を別途計上する。 

3．基礎材は必要に応じて，「第Ⅱ編第 2 章②基礎・裏込砕石工」により別途計上する。 

4．目地材は必要に応じて，「第Ⅱ編第 2 章⑱目地・止水板設置工」により別途計上する。 

 
（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 
表 3.44 プレキャスト横帯（隔壁）ブロック 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 運転手（特殊）  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 軽油 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 
3－23 プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費） 

（1）条件区分 

プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費）の積算条件区分はない。 

積算単位は，m とする。 
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　　（新設）

　　（新設）

3－24 プレキャスト巻止ブロック 

（1）条件区分 

プレキャスト巻止ブロックの積算条件区分はない。 

積算単位は，m とする。 

（注）1．プレキャスト巻止ブロックにおけるブロックの設置，連結等，その施工に必要な全ての機械・労

務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし，プレキャスト巻止ブロック（材料費）は含まない。 

2．中詰コンクリートを打設する場合は，材料費・打設手間を別途計上する。 

3．基礎材は必要に応じて，「第Ⅱ編第 2 章②基礎・裏込砕石工」により別途計上する。 

4．目地材は必要に応じて，「第Ⅱ編第 2 章⑱目地・止水板設置工」により別途計上する。 

 
（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 
表 3.45 プレキャスト巻止ブロック 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 運転手（特殊）  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 軽油 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 
3－25 プレキャスト巻止ブロック（材料費） 

（1）条件区分 

プレキャスト巻止ブロック（材料費）の積算条件区分はない。 

積算単位は，m とする。 
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4－2 各種ブロック参考図 

（1）間知ブロック積 

4－2 各種ブロック参考図 

（1）コンクリートブロック積（間知ブロック積） 
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（注）1．上表は，場所打擁壁のコンクリート打設，ホースの筒先作業等を行う機械付補助労

務，養生，圧送管組立・撤去，ぺーラインコンクリートの施工の他，コンクリートバイ

ブレータ損料及び電力に関する経費等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費

（損料等を含む）を含む。 

2．コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.02） 

3．ぺーラインコンクリートの材料費については，「第Ⅱ編第2章④場所打擁壁工④-1場所

打擁壁工(1)」3-8ペーラインコンリート（材料費）により別途計上する。 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.4 小型擁壁 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・ 

超低騒音型・クレーン機能付き・ 

排出ガス対策型(2011年規制)] 

山積 0.45m3(平積 0.35m3)吊能力 2.9t 

 

Ｋ2 

業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ] 

[油だき・熱風・直火型] 

熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h)油種，灯油 

・特殊養生(ｼﾞｪｯ

ﾄﾋｰﾀ)の場合 

・賃料 

Ｋ3 -  

労務 

Ｒ1 型わく工  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 土木一般世話役  

Ｒ4 運転手（特殊）  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー 
特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋ

ｰﾀ)の場合 

Ｚ3 軽油 パトロール給油  

Ｚ4 -  

市場単価 Ｓ -  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.4 小型擁壁 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・ 

超低騒音型・クレーン機能付き・ 

排出ガス対策型(2011 年規制)] 

山積 0.45m3(平積 0.35m3)吊能力 2.9t 

 

Ｋ2 

業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ] 

[油だき・熱風・直火型] 

熱出力 126MJ/h(30,100kcal/h)油種，灯油 

・特殊養生(ｼﾞｪｯ

ﾄﾋｰﾀ)の場合 

・賃料 

Ｋ3 -  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 型わく工  

Ｒ3 土木一般世話役  

Ｒ4 特殊作業員  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー 
特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋ

ｰﾀ)の場合 

Ｚ3 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ4 -  

市場単価 Ｓ -  

 

（注）1．上表は，重力式擁壁（擁壁平均高さ 1.0m を超え 5.0m 以下）のコンクリート，型枠（はく離剤塗布

及びケレン作業含む），基礎材，均しコンクリート，一般足場（擁壁平均高さが 2m未満の場合），単管

傾斜足場（擁壁平均高さが２ｍ以上の場合），手摺先行型枠組足場(擁壁平均高さが 2m以上の場合)，

目地材（ひび割れ誘発目地除く），水抜きパイプ，吸出し防止材（点在），養生（一般養生，特殊養生

（練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ），仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生）,圧送管の組立・撤去，ペーラインコンクリートの施工の

他，雑機械器具（コンクリートバイブレータ，工事用水中モータポンプ，電気ドリル，電気ノコギ

リ，シュート，ホッパ等）の損料，コンクリートポンプ車のホースの筒先作業等を行う機械付補助労

務等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし,化粧型枠は含ま

ない。 

（注）1．上表は，重力式擁壁（擁壁平均高さ 1.0m を超え 5.0m 以下）のコンクリート，型枠（はく離剤塗

布及びケレン作業含む），基礎材，均しコンクリート，一般足場（擁壁平均高さが 2m 未満の場合），

手摺先行型枠組足場(擁壁平均高さが 2m 以上の場合)，目地材（ひび割れ誘発目地除く），水抜きパ

イプ，吸出し防止材（点在），養生（一般養生，特殊養生（練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ），仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養

生）,圧送管の組立・撤去，ペーラインコンクリートの施工の他，雑機械器具（コンクリートバイブ

レータ，工事用水中モータポンプ，電気ドリル，電気ノコギリ，シュート，ホッパ等）の損料，コ

ンクリートポンプ車のホースの筒先作業等を行う機械付補助労務等，その施工に必要な全ての機

械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし,化粧型枠は含まない。 

（注）1．上表は，場所打擁壁のコンクリート打設，ホースの筒先作業等を行う機械付補助労

務，養生，圧送管組立・撤去，ぺーラインコンクリートの施工の他，コンクリートバイ

ブレータ損料及び電力に関する経費等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費

（損料等を含む）を含む。 

2．コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は，＋0.02） 

3．ぺーラインコンクリートの材料費については，「第Ⅱ編第2章④場所打擁壁工④-1場所

打擁壁工(1)3-8ペーラインコンリート（材料費）」により別途計上する。 
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表 3.1 石積（練石）（複合） 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

石の種類 直高 
胴込・裏込コンクリート 

規格 
裏込材規格 

玉石 
(表 3.2) (表 3.3) (表 3.4) 

雑割石 

（注）1．上表は，石積工における石材の設置，胴込・裏込コンクリートの打設，裏込材の設置，水抜

パイプ（水抜き孔用吸出し防止材含む）の設置の他，コンクリートバケット損料，バイブレー

タ損料，電力に関する経費，締固め機械等の損料，油脂類の費用，据付時の石材の微調整，吊

上げ・吊下げ作業（石材，胴込材，裏込材等），現場内小運搬（バケット作業），振動コンパク

タによる締固め作業等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含

む。ただし，石積（張）（材料費）は含まない。 

2．吸出し防止材を全面に設置する場合は，「第Ⅱ編第 2 章⑰吸出し防止材設置工」により別途

計上する。 

3．石材の加工を行う場合は加工手間を別途計上する。 

4．基礎コンクリート，小口止コンクリート，横帯（隔壁）コンクリート及び天端コンクリート

は，「第Ⅱ編第 2 章③コンクリートブロック積（張）工」による。 

表 3.1 石積（練石）（複合） 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

石の種類 直高 
胴込・裏込コンクリート 

規格 
裏込材規格 

玉石 
(表 3.2) (表 3.3) (表 3.4) 

雑割石 

（注）1．上表は，石積工における石材の設置，胴込・裏込コンクリートの打設，裏込材の設置，水抜

パイプ（水抜き孔用吸出し防止材含む）の設置の他，コンクリートバケット損料，バイブレー

タ損料，電力に関する経費，締固め機械等の損料，油脂類の費用，据付時の石材の微調整，吊

上げ・吊下げ作業（石材，胴込材，裏込材等），現場内小運搬（バケット作業），振動コンパク

タによる締固め作業等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含

む。ただし，石積（張）（材料費）は含まない。 

2．吸出し防止材を全面に設置する場合は，「第Ⅱ編第 2 章⑰吸出し防止材設置工」により別途

計上する。 

3．石材の加工を行う場合は加工手間を別途計上する。 

4．基礎コンクリート及び天端コンクリートは，「第Ⅱ編第 2 章③コンクリートブロック積

（張）工」による。 
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（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.5 石積（練石）（複合） 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・ 

排出ガス対策型（第 2 次基準値） 

山積 0.28m3（平積 0.2m3）1.7t 吊 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 運転手（特殊）  

Ｒ3 石工  

Ｒ4 特殊作業員  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 再生クラッシャラン RC-40  

Ｚ3 軽油 パトロール給油  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.5 石積（練石）（複合） 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・ 

排出ガス対策型（第 2 次基準値） 

山積 0.28m3（平積 0.2m3）1.7t 吊 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 石工  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 運転手（特殊）  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 再生クラッシャラン RC-40  

Ｚ3 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

表 3.6 石張（複合） 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

構造区分 玉石控 
胴込・裏込コンク

リート規格 

裏込材 

の有無 

胴込・裏込材 

規格 

練石 

(表 3.7) (表 3.3) 

有り 

(表 3.8) 

空石 無し 

（注）1．上表は，石張工における石材の設置，胴込・裏込コンクリートの打設，胴込・裏込材の設 

置，水抜パイプ（水抜き孔用吸出し防止材含む）の設置の他，コンクリートバケット損料，

バイブレータ損料，電力に関する経費，締固め機械等の損料，油脂類の費用，据付時の石材

の微調整，吊上げ・吊下げ作業,（石材，胴込材，裏込材等），現場内小運搬（バケット作

業），振動コンパクタによる締固め作業等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費

（損料等を含む）を含む。ただし，石積（張）（材料費）は含まない。 

2．吸出し防止材を全面に設置する場合は，「第Ⅱ編第 2 章⑰吸出し防止材設置工」により別

途計上する。 

3．石材の加工を行う場合は加工手間を別途計上する。 

4．基礎コンクリート，小口止コンクリート，横帯（隔壁）コンクリート及び天端コンクリー

トは「第Ⅱ編第 2 章③コンクリートブロック積（張）工」による。 

表 3.6 石張（複合） 積算条件区分一覧 

（積算単位：m2） 

構造区分 玉石控 
胴込・裏込コンク

リート規格 

裏込材 

の有無 

胴込・裏込材 

規格 

練石 

(表 3.7) (表 3.3) 

有り 

(表 3.8) 

空石 無し 

（注）1．上表は，石張工における石材の設置，胴込・裏込コンクリートの打設，胴込・裏込材の設 

置，水抜パイプ（水抜き孔用吸出し防止材含む）の設置の他，コンクリートバケット損料，

バイブレータ損料，電力に関する経費，締固め機械等の損料，油脂類の費用，据付時の石材

の微調整，吊上げ・吊下げ作業,（石材，胴込材，裏込材等），現場内小運搬（バケット作

業），振動コンパクタによる締固め作業等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費

（損料等を含む）を含む。ただし，石積（張）（材料費）は含まない。 

2．吸出し防止材を全面に設置する場合は，「第Ⅱ編第 2 章⑰吸出し防止材設置工」により別

途計上する。 

3．石材の加工を行う場合は加工手間を別途計上する。 

4．基礎コンクリート及び天端コンクリートは「第Ⅱ編第 2 章③コンクリートブロック積

（張）工」による。 
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（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.9 石張（複合） 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 2次基準値） 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 運転手（特殊）  

Ｒ3 石工  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 再生クラッシャラン RC-40 裏込材が有りの場合 

Ｚ3 軽油 パトロール給油  

Ｚ4 －  

市場単価 S －  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.9 石張（複合） 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 2次基準値） 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 石工  

Ｒ3 運転手（特殊）  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 再生クラッシャラン RC-40 裏込材が有りの場合 

Ｚ3 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ4 －  

市場単価 S －  
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（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.11 石積（張） 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 2次基準値） 

山積 0.28m3（平積 0.2m3）吊能力 1.7t 

・賃料 

・積工の場合 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 2次基準値） 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

・賃料 

・張工の場合 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 運転手（特殊）  

Ｒ3 石工  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 軽油 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 S －  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.11 石積（張） 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 2 次基準値） 

山積 0.28m3（平積 0.2m3）吊能力 1.7t 

・賃料 

・積工の場合 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 2 次基準値） 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

・賃料 

・張工の場合 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 石工  

Ｒ3 運転手（特殊）  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 軽油 1.2号 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 S －  

 

表 3.12 胴込・裏込コンクリート 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

積張の区分 胴込・裏込コンクリート規格 

積工 
(表 3.3) 

張工 

（注）1．上表は，石積(張)工における胴込・裏込コンクリートの打設の他，コンク

リートバケット損料，バイブレータ損料，電力に関する経費等，その施工に

必要な全て機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 

2．基礎コンクリート，小口止コンクリート，横帯（隔壁）コンクリート及び

天端コンクリートは，「第Ⅱ編第 2 章③コンクリートブロック積（張）工」に

よる。 

表 3.12 胴込・裏込コンクリート 積算条件区分一覧 

（積算単位：m3） 

積張の区分 胴込・裏込コンクリート規格 

積工 
(表 3.3) 

張工 

（注）1．上表は，石積(張)工における胴込・裏込コンクリートの打設の他，コンク

リートバケット損料，バイブレータ損料，電力に関する経費等，その施工に

必要な全て機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 

2．基礎コンクリート及び天端コンクリートは，「第Ⅱ編第 2 章③コンクリート

ブロック積（張）工」による。 
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（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.15 裏込材（クラッシャラン） 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・ 

排出ガス対策型（第 2 次基準値） 

山積 0.28m3（平積 0.2m3）吊能力 1.7t 

・賃料 

・積工の場合 

バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・ 

排出ガス対策型（第 2 次基準値） 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

・賃料 

・張工の場合 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 運転手（特殊）  

Ｒ3 －  

Ｒ4 －  

材料 

Ｚ1 再生クラッシャラン RC-40  

Ｚ2 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 S －  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.13 胴込・裏込コンクリート 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 2次基準値） 

山積 0.28m3（平積 0.2m3）吊能力 1.7t 

・賃料 

・積工の場合 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 2次基準値） 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

・賃料 

・張工の場合 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 特殊作業員  

Ｒ3 運転手（特殊）  

Ｒ4 －  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 軽油 パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 S －  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.13 胴込・裏込コンクリート 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 2次基準値） 

山積 0.28m3（平積 0.2m3）吊能力 1.7t 

・賃料 

・積工の場合 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 2次基準値） 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

・賃料 

・張工の場合 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 特殊作業員  

Ｒ3 運転手（特殊）  

Ｒ4 －  

材料 

Ｚ1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%  

Ｚ2 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 S －  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.15 裏込材（クラッシャラン） 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・ 

排出ガス対策型（第 2 次基準値） 

山積 0.28m3（平積 0.2m3）吊能力 1.7t 

・賃料 

・積工の場合 

バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・ 

排出ガス対策型（第 2 次基準値） 

山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t 

・賃料 

・張工の場合 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 運転手（特殊）  

Ｒ3 －  

Ｒ4 －  

材料 

Ｚ1 再生クラッシャラン RC-40  

Ｚ2 軽油 パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 S －  
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表 3.3 補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 積算条件区分一覧 

（積算単位：m） 

工法区分 

帯鋼補強土壁 

アンカー補強土壁 

表 3.2 プレキャスト擁壁設置 代表機労材規格一覧 

プレキャスト 

擁壁高さ 
項目 代表機労材規格 備考 

0.5m 以上 

2.0m 以下 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 3 次基準値）

山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t 

 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 土木一般世話役  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 運転手（特殊）  

材料 

Ｚ1 

コンクリート擁壁（中地震対応型）  

1000 型(Ｌ=2.0m) 

プレキャスト擁壁

高さ 0.5m 以上

1.0m 以下の場合 

コンクリート擁壁（中地震対応型） 

1600 型(Ｌ=2.0m) 

プレキャスト擁壁

高さ 1.0m を超え

2.0m 以下の場合 

Ｚ2 軽油  パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

2.0m を超え 

5.0m 以下 

機械 

Ｋ1 
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・ 

排出ガス対策型(第 3 次基準値)] 25t 吊 
賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 土木一般世話役  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 －  

材料 

Ｚ1 

コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認

(q=10kN/m2) 2500 型(Ｌ=2.0m) 

プレキャスト擁壁

高さ 2.0m を超え

3.5m 以下の場合 

コンクリート擁壁（中地震対応型） 

ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)  

4250 型(Ｌ=2.0m)  

プレキャスト擁壁

高さ 3.5m を超え

5.0m 以下の場合 

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

表 3.2 プレキャスト擁壁設置 代表機労材規格一覧 

プレキャスト 

擁壁高さ 
項目 代表機労材規格 備考 

0.5m 以上 

2.0m 以下 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・ 

クレーン機能付・排出ガス対策型（第 3 次基準値）

山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t 

 

賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 土木一般世話役  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 運転手（特殊）  

材料 

Ｚ1 

コンクリート擁壁（中地震対応型）  

1000 型(Ｌ=2.0m) 

プレキャスト擁壁

高さ 0.5m 以上

1.0m 以下の場合 

コンクリート擁壁（中地震対応型） 

1600 型(Ｌ=2.0m) 

プレキャスト擁壁

高さ 1.0m を超え

2.0m 以下の場合 

Ｚ2 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

2.0m を超え 

5.0m 以下 

機械 

Ｋ1 
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・ 

排出ガス対策型(第 2 次基準値)] 25t 吊 
賃料 

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 土木一般世話役  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 －  

材料 

Ｚ1 

コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認

(q=10kN/m2) 2500 型(Ｌ=2.0m) 

プレキャスト擁壁

高さ 2.0m を超え

3.5m 以下の場合 

コンクリート擁壁（中地震対応型） 

ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)  

4250 型(Ｌ=2.0m)  

プレキャスト擁壁

高さ 3.5m を超え

5.0m 以下の場合 

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

表 3.3 補強材取付 積算条件区分一覧 

（積算単位：m） 

工法区分 

帯鋼補強土壁 

アンカー補強土壁 
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（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.5 補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）） 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 －  

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 特殊作業員  

Ｒ3 土木一般世話役  

Ｒ4 －  

材料 

Ｚ1 －  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.5 補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）） 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 －  

Ｋ2 －  

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 土木一般世話役  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 －  

材料 

Ｚ1 －  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.7 まき出し・敷均し，締固め 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・

排出ガス対策型（2014 年規制）］山積 0.5m3 

（平積 0.4m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・ 

排出ガス対策型(第 3 次基準値)］運転質量 3～4t 
賃料 

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 運転手（特殊）  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 軽油 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.7 まき出し・敷均し，締固め 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 

バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・

排出ガス対策型（2014 年規制）］山積 0.5m3 

（平積 0.4m3）吊能力 2.9t 

賃料 

Ｋ2 
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・ 

排出ガス対策型(第 3 次基準値)］運転質量 3～4t 
賃料 

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 運転手（特殊）  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 土木一般世話役  

Ｒ4 特殊作業員  

材料 

Ｚ1 軽油 1.2号 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 Ｓ －  
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（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.4 まき出し・敷均し，締固め 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 
バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型

（2011 年規制）] 山積 0.5m3（平積 0.4m3） 
賃料 

Ｋ2 
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・ 

排出ガス対策型（第 3 次基準値）]運転質量 3～4ｔ 
賃料 

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 運転手（特殊）  

Ｒ2 普通作業員  

Ｒ3 特殊作業員  

Ｒ4 土木一般世話役  

材料 

Ｚ1 軽油 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 S －  

 

（2）代表機労材規格 

下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 

 

表 3.4 まき出し・敷均し，締固め 代表機労材規格一覧 

項目 代表機労材規格 備考 

機械 

Ｋ1 
バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型

（2011 年規制）] 山積 0.5m3（平積 0.4m3） 
賃料 

Ｋ2 
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・ 

排出ガス対策型（第 3 次基準値）]運転質量 3～4ｔ 
賃料 

Ｋ3 －  

労務 

Ｒ1 普通作業員  

Ｒ2 特殊作業員  

Ｒ3 土木一般世話役  

Ｒ4 運転手（特殊）  

材料 

Ｚ1 軽油 1.2 号 パトロール給油  

Ｚ2 －  

Ｚ3 －  

Ｚ4 －  

市場単価 S －  

 

（注）1．上表は，ヒューム管の据付，基礎砕石，鉄筋，現場内小運搬，巻きコンクリート，型枠（はく離材塗布

及びケレン作業を含む）の他，緊結用器具，コンクリートカッタ運転の費用，滑材，ヒューム管損失分の

費用，カッタブレードの損耗費，レバーブロック及びワイヤロープ損料等，その施工に必要な全ての機

械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 

（注）1．上表は，ヒューム管の設置，基礎砕石，鉄筋，ヒューム管の運搬距離 30m 程度までの現場内小運搬，コ

ンクリートの 15m 以下の現場内小運搬，巻きコンクリート，型枠（はく離材塗布及びケレン作業を含む）

の他，緊結用器具，コンクリートカッタ運転，目地モルタルの費用，ヒューム管損失分の費用，カッタブ

レードの損耗費，レバーブロック損料等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）

を含む。 
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